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第 10章 大学運営・財務（１）大学運営      
１．現状分析 

評価項目① 

大学運営に関する方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設
け、これらの権限等を明示していること。また、それに基づいた適切な大学運営を行ってい
ること。加えて、大学を設置・管理する法人の運営が適切であること。 

＜評価の視点＞ 

・大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要な大学
運営に関する大学としての方針を教職員で共有しているか。 

・関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従って大学運営を適切
に行っているか。また、その透明性を確保するために、学長等の役職者、教授会等の組織
の権限と役割を法令に基づき規程上明確に定めているか。さらに、その選任、意思決定や
権限執行等を、適正な手続のもとで行っているか。 

・法人はその組織及び役職者の権限と責任を明確化し、大学を適切に管理しているか。また、
関係法令に基づき定めた規程に従い役職者の選任及び運営を適切に行い、意思決定・業務
執行に対する法人組織内のチェック機能を働かせているか。 

 

・大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要な大学

運営に関する大学としての方針を教職員で共有しているか。 

 

2019年 11月 27日開催の評議員会・理事会において承認された「学校法人中央学院 中・

長期計画策定に関わる指針」を踏まえ、また、大学基準協会の 2015年 3月 20日付け『大学

評価（認証評価）結果』および 2019 年 5 月 9 日付け「『改善報告書』の検討結果について

（通知）」を勘案し、「変化と多様性の時代にあって、自ら考え、未来を切り拓いてゆく人材

の育成」を大学の長期ビジョン・テーマとする「CGU VISION 2030」を大学で策定し、さら

にその目的達成のための具体的施策として「学校法人中央学院 中・長期計画 第 2期中期

計画」を策定した（資料 1-13）。 

この「第 2 期中期計画」は、2021 年 3 月の評議員会・理事会における承認を経て、大学

ホームページ等による公表を行い、内外に周知。2022 年 3 月には冊子を作成し専任教職員

と非常勤教職員に配布し、さらに同年 6 月 1 日に専任教職員全員を対象とした説明会を開

催するなど学内関係者への内容理解を深める取組を実施した。 

そうした流れのなか、2022年 4月１日付で「中央学院大学 ガバナンス・コード」を、同

年 6 月 15 日 には「中央学院大学大学運営に関する基本方針」を制定しホームページ上に

公開するなど、「中・長期計画」およびそれを実現するために必要な大学運営に関する大学

としての方針を教職員で共有し、計画達成のための取り組みを進めている（資料 2-3）。 

 

・関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従って大学運営を適切

に行っているか。また、その透明性を確保するために、学長等の役職者、教授会等の組織

の権限と役割を法令に基づき規程上明確に定めているか。さらに、その選任、意思決定や

権限執行等を、適正な手続のもとで行っているか。 
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本学の運営については、従来から関係法令・規程に則り学長を中心に行われていたが、上

述の通り「中央学院大学大学運営に関する基本方針」を 2022年 6月 1日付で制定し、その

中で運営体制等をより明確にした（資料 10-1【ウェブ】）。 

学長等の役職者、教授会等の組織については「中央学院大学学則」「中央学院大学大学院

学則」に定められている（資料 1-7、1-8）。 

まず、学長の任務については「学則」第 12条第 1項により、「学長は校務をつかさどり、

所属職員を統督する」と規定している。また、「学校法人中央学院寄附行為」第 6条第１項

第１号により自動的に理事となり、さらに常務理事（学務担当）に選任され理事会および経

営会議の構成員となっている（資料 10-2）。選任方法については、「中央学院大学学長選任

に関する規程」「中央学院大学学長候補者選出に関する規程」に定められている（資料 10-

3、10-4）。 

副学長の任務については、「学則」第 12条第 2項により、「副学長は、学長を助け、命を

受けて校務をつかさどる」と規定している。副学長については「学則」に規定はあったもの

の従来実際には置いていなかったが、2022年 6月 28日に任命方法や任期等を含めた「中央

学院大学副学長規程」を制定し、同年 10月 1日付で川久保文紀法学部教授が副学長に就任

している（資料 1-20）。 

学部長の任務については、「学則」第 12条第 3項により、「学部長は、学部に属する校務

をつかさどる」と規定し、研究科長の任務については、「中央学院大学大学院学則」第 8条

第 2項に「研究科長は研究科を代表し、研究科の運営をつかさどる」と規定している。学部

長・研究科長の任期や選任方法については、「中央学院大学商学部長の任期及び選任に関す

る規程」「中央学院大学法学部長の任期に関する規程」「中央学院大学法学部長選挙規程」「中

央学院大学現代教養部長の任期および選任に関する規程 」「中央学院大学大学院研究科長

選任規程」により定められている（資料 10-5～9）。 

「中央学院大学大学運営に関する基本方針」において、「Ⅰ．運営体制 1 学長のもと、

大学の運営における 意思決定と組織間の連絡調整を図るため、学部長会議を置くとともに、

教授会・委員会等との連携を図ります」とされている学部長会議は、「中央学院大学学部長

会議規程」で詳細が定められている（資料 10-10）。同規程第 2 条で「学部長会議は、構成

員により学部長会および拡大学部長会に区分する」とされ、前者は学長、大学院研究科長、

学部長及び大学事務局長をもって構成され、後者は学長、大学院研究科長、学部長、中央学

院大学学則及び中央学院大学組織規程で定められた組織の長及び大学事務局長、事務の部

長等をもって構成されている。審議事項は、同規程第 4条により（1）大学の管理運営に関

する学長からの諮問事項 、（2）学術の研究、教育に関する学長からの諮問事項、（3）中央

学院大学学則及び中央学院大学組織規程等で定められた組織間の連絡調整に関する事項と

定められており、拡大学部長会の審議事項は、そのなかでも「組織間の調整が必要な事案等

を対象とする」とされている。学部長会の審議および報告事項は必要に応じて教授会に諮問

または報告されている。 
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学部教授会については「学則」第 13 条から第 15 条に規定するとともに規程を定めてい

る。学部教授会の議事については、第 14条に規定し、合同教授会については、第 13条第 3

項に招集者と議事を定めている。さらに、それぞれの学部で「中央学院大学商学部教授会規

程」・「中央学院大学商学部教授会運営要項」（商学部）、「中央学院大学法学部教授会規程」・

「法学部教授会運営要領」（法学部）、「中央学院大学現代教養学部教授会規程」・「中央学院

大学現代教養学部教授会運営要項」（現代教養学部）を、合同教授会については、「中央学院

大学合同教授会規程」・「中央学院大学合同教授会運営要領」を定め、大学院商学研究科委員

会についても、「中央学院大学大学院研究科委員会規程」を定めており、各々規程に従って

適切な運営がなされている（資料 10-11～19）。 

以上の通り、本学は関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従

って大学運営を適切に行っており、また、学長等の役職者、教授会等の組織の権限と役割を

規程上明確に定め、その選任、意思決定や権限執行等を、適正な手続のもとで行っている。 

 

・法人はその組織及び役職者の権限と責任を明確化し、大学を適切に管理しているか。また、

関係法令に基づき定めた規程に従い役職者の選任及び運営を適切に行い、意思決定・業務

執行に対する法人組織内のチェック機能を働かせているか。 

 

学校法人中央学院においては「学校法人中央学院寄附行為」により、理事会および評議員

会の審議事項、理事長及び常務理事の職務が規定されている（資料 10-2）。また、法人業務

を統括、執行する機関として法人本部が設置されている。法人本部は、「学校法人中央学院

法人本部規程」により理事長・常務理事をもって構成されるとされ、必要に応じて会議を開

催する（資料 10-20）。この会議を「経営会議」とすること、「経営会議」の職務として法人

の業務の運営に関する重要事項の審議や理事会に上程する議案の決定をすることなど詳細

については「学校法人中央学院経営会議規程」により定められている（資料 10-21）。 

学長は上述の通り、理事・常務理事（学務担当）として理事会および経営会議の構成員と

なっており、法人・大学間の意思疎通が図れる運営がなされている。 

法人のチェック機能としては、後述の通り「学校法人中央学院監事監査規程」が制定され

監事の機能が強化されたほか、2022 年度の 4 月理事会から前年度（2021 年度）の理事長、

常務理事の業務に係る「法人自己点検・評価報告書」が提出され、「第 2期中期計画」や諸

課題についての状況報告がなされている（資料 10-22）。2024 年 4 月に行われた 2023 年度

報告からは各高等学校長の報告も追加されさらに内容が充実した。 

 

評価項目② 

予算編成及び予算執行を適切に行っていること。 

＜評価の視点＞ 

・予算を適正な手続で編成し、予算執行においては透明性を確保しているか。 
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・予算を適正な手続で編成し、予算執行においては透明性を確保しているか。 

 

予算編成については、①各部署重点事項確認およびヒアリング、②予算編成基本方針の決

定（理事会）、③各部署からの予算要求およびヒアリング、④予算書原案作成、⑤予算書案

の審議（経営会議）、⑥予算書案の承認（評議員会・理事会）の手続きを経て成案となる。 

予算の執行にあたっては、10 万円以上の支出を伴う場合には「学校法人中央学院起案規

程」に則り、起案書における稟議を必要としている。また 100万円以上の支出となる場合に

は起案時に合見積もりの提示を必要とする（資料 10-23）。さらに 500 万円以上の契約につ

いては法人理事を含めた業者選定部会に諮る等、段階的な審議･承認を行っている。支払い

にあたっては財務システムを用いて、適正に処理され管理･運営を行っている。 

予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みについては、「予算編成重点事項要望書」に

記載される前年度までの成果・効果の情報を基に、必要に応じて常務理事・学校長等による

各部署とのヒアリング（上記①③）により、事業内容および予算執行の状況確認を行ってい

る。 

 

評価項目③ 

法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要な組織を設
け、人員を配置していること。また、その組織が適切に機能していること。 

＜評価の視点＞ 

・大学運営に必要な組織を整備し、法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援
等の業務内容に応じた人員を配置しているか。 

・大学運営が円滑かつ効果的に行われるように、教員と職員の協働・連携を図っているか。 

・必要に応じ、専門的な知識及び技能を有する職員の育成、配置を行っているか。 

・職員の採用、昇格等の人事及び業務評価やそれに基づく処遇改善を、適正に行っているか。 

・大学運営に関する教員及び職員の資質向上を図るため、教員及び職員に対して、スタッフ・
ディベロップメント（ＳＤ）活動を組織的に実施しているか。 

 

・大学運営に必要な組織を整備し、法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援

等の業務内容に応じた人員を配置しているか。 

 

法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要な組織と

して事務組織を整備している。9の部・室、18の課等から構成された大学の事務組織は「学

校法人中央学院事務組織規程」「中央学院大学組織規程」により定められており、学内委員

会等との関連および運用については「中央学院大学事務局事務分掌規程」において定められ

ている（資料 10-24、3-4、10-25）。 

ただし、部署により人員の不足が見られること、また業務の能率性向上や現在の事務組織

の業務のあり方について一部無理があるではないかとの指摘があることなどを踏まえ、

2023年度から事務組織再編の検討を進め、2024年度に学生サポートセンター事務課および

国際交流センター事務課を学生課に統合し、2025 年度からは部の下に課を置くことを改め
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相互に業務を補える組織としてグループを置くこととした抜本的な再編を行うことにした。

このことにより、あるグループが業務過多になったときに同じ部内の別グループが支援を

効果的に行えるようになることが見込まれている。 

 

・大学運営が円滑かつ効果的に行われるように、教員と職員の協働・連携を図っているか。 

 

教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携（教職協働）については、教務委員

会等をはじめとする各種委員会および必要に応じて設置するワーキンググループ等におい

て、従来から教員と職員が同等の立場により運営を行っている。 

教員・職員の連携として、障害がある学生の支援については基本的に相談受付から支援希

望等を確認する面接等は専門職を含む事務職員が担い、学生サポートセンター長、全学入試

委員会委員長、全学教務委員会委員長、全学学生委員会委員長、全学就職委員会委員長（以

上教員）、学生サポートセンター事務課から選出された職員１名、保健センターから選出さ

れた者１名、学生相談室から選出された者１名（以上職員）、その他若干名で構成される「障

害学生支援ネットワーク」において具体的な支援内容が審議決定され、それに基づき教員・

職員により具体的な支援や配慮が行われていることが、その一例として挙げられる。 

 

・必要に応じ、専門的な知識及び技能を有する職員の育成、配置を行っているか。 

 

業務内容の多様化、専門化に対する職員体制の整備については、人事委員会が各部署の状

況と必要とする人材を考慮し、部署における専門性が維持できる人員配置がなされており、

事務職員採用の中期計画においては専門化への対応の必要性が確認されている。 

なお、従前より学生相談の専門家としてカウンセラー、国際交流の担当として中国語対応

の専門職、図書館に司書を採用しているが、2023 年度には本学の情報システムを支援する

委託業者の 1名を採用した。 

 

・職員の採用、昇格等の人事及び業務評価やそれに基づく処遇改善を、適正に行っているか。 

 

人事考課に基づく職員の適正な業務評価と処遇改善については、永年にわたり「事務職員

級別標準職務基準」および「学校法人中央学院職員人事委員会規程」に基づき職員人事委員

会が適切に行ってきたが、人事考課制度の一層の拡充に向け、2023 年度にコンサルティン

グを導入した検討を行い、2024年度から新制度を試験的に導入した（資料 10-26、10-27）。

2025年度から本格的に運用することになる。 

 

・大学運営に関する教員及び職員の資質向上を図るため、教員及び職員に対して、スタッ

フ・ディベロップメント（ＳＤ）活動を組織的に実施しているか。 
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教職員全体の SDについては、その時々に課題となる事柄について教職員各々の知見の向

上等を目的として、教員においては教育充実委員会が、事務職員においては総務部人事課が

その中心を担い毎年度実施している。大人数が集まることに制限のあったコロナ禍におい

てもオンデマンドにより実施した。 

具体的には、次の通り。 

2021年度 

  ・リスクマネジメント研修 

2021年 8月 18日～9月 17日 オンデマンド研修として実施  

受講者数 126名/165名 

2022年度 

  ・DX研修 

2022年 9月 5日～10月 27日 オンデマンド研修として実施 

受講者数 124名/160名 

  2023年度 

  ・認証評価制度と大学の質保証の推進について 

    2023年 6月 21日 対面開催、7月 21日までオンデマンド配信 

    受講者数 127名/162名 

  ・ハラスメント対策研修 

2023年 11月 13日～12月 12日 オンデマンド研修として実施 

受講者数 112名/162名 

   ・メンタル・セルフケア研修 

2024年 2月 8日～3月 7日 オンデマンド研修として実施 

受講者数 101名/162名 

2024年度 

 ・大学 FD・SD「なぜ定員割れが怖いのか」 

～本学定員割れに関する現状把握および今後の改革の方向性～ 

    2024年 6月 19日 対面開催、7月 3日までオンデマンド配信 

    受講者数 148名/156名 

   ・チームビルディング研修 

2024年 10月 21日～11月 20日 オンデマンド研修として実施 

受講者数 116名 

 

評価項目④ 

大学運営に関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 

・監事による監査、公認会計士又は監査法人による財務監査等を適切なプロセスと内容で行
い、大学運営の適切性を担保するとともに、その結果を活用して改善・向上に取り組んで
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いるか。 

・大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる事項を定期的に点検・評価し、
当該事項における現状や成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して、大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる
事項の改善・向上に取り組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 

 

・監事による監査、公認会計士又は監査法人による財務監査等を適切なプロセスと内容で行

い、大学運営の適切性を担保するとともに、その結果を活用して改善・向上に取り組んで

いるか。 

 

監事による監査および監査法人による財務監査は監査結果の報告や意見交換を行う理事

長・監事ディスカッションを含め毎年度ごとに計画的に実施されているが、2019 年度から

は、監事により会計監査に加え業務監査が行なわれている。さらに 2023年度からは 2022年

3 月 23 日に制定された「学校法人中央学院監事監査規程」に基づく監査が行われ、監査結

果については理事長に報告されている（資料 10-22）。 

また、理事会・評議員会において、出席している監事に毎回意見を聴く機会を設けている。 

 

・大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる事項を定期的に点検・評価し、

当該事項における現状や成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

・点検・評価の結果を活用して、大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる

事項の改善・向上に取り組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 

 

本学の教育研究活動及び管理運営等の状況について自ら点検・評価を行い、その結果をも

とにした教育研究活動等の自律的・継続的な改善（「内部質保証」）を推進させることを目的

とする「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」を 2019 年 5 月 31 日に制

定し、2022年 4月 1日に改正施行した（資料 2-4）。 

同規程では、①必要な情報を集約し、本学における内部質保証システムを有効に機能させ

る責任を負い、学長及び自己点検・評価実施委員会に改善の内容・経過・結果を随時報告す

る「大学質保証会議」、②自己点検・評価を推進する「自己点検・評価実施委員会」、③学部・

研究科・センター等各組織の自己点検・評価を行う「自己点検・評価実施委員会部会」、④

各部会の点検・評価結果を全学的観点から検証するため、自己点検・評価実施委員会内に置

く「全学検証委員会」、⑤内部質保証の客観性を担保するために置く「中央学院大学外部評

価委員会」を組織することとした。同規程に則り、2022 年度からは自己点検・評価実施委

員会の各部会で作成された報告書が全学検証委員会で吟味・検証され「自己点検・評価に基

づく報告・改善要望書」としてまとめられて計画や改善の進捗状況とともに大学質保証会議

に提出され、大学質保証会議はその課題に取り組みその結果を自己点検・評価実施委員会に

報告するという、「大学運営に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状
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や成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握し、点検・評価の結果を活用して、大

学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる事項の改善・向上に取り組む」PDCA

の流れが明確化された。その結果、徐々にではあるが改善が進められている。 

 

２．分析を踏まえた長所と問題点 
 

従来から本学では、法人・大学とも必要な所要の職を置き、教授会等の組織を設け、これ

らの権限等を規定等で明示し、また、それに基づき一定程度適切な運営を行なわれているが、

2021 年度の大学評価ならびに認証評価の結果を受け、大学に副学長を置き、法人・大学と

も自己点検・評価とそれを踏まえた PDCAサイクルの取組が一層進められる等、さらなる改

善が進められている。 

一方で、例えば事務組織の改編や事務職員の人事考課制度の導入等、改善への取組は近年

始められたものも多く、その定着や効果が表れるためには継続的なかつ組織的な努力が必

要と考えられる。 

また、中期計画等に挙げられた目標や課題について、例えば、事務局における「DX推進」

が課題として挙げられたもののその後解決の期限や課題解決に至るための段階的な詳細計

画の策定がなされておらず、給与明細のペーパーレス化等部分的にしか進んでいない等、解

決までに至らないものも一部見られている。 

 

３．改善・発展方策と全体のまとめ 
 

上記の解決が進まない問題点については、上述の通りその課題改善にむけた具体的な解

決の期限を定めてそこに至るための段階的な詳細計画を策定することにより進捗が進むも

のもあると考えられる。現在の中期計画については 2025年度が区切りとなることから、今

後これらの問題点を検証し、次期中期計画を策定するとともに計画実現をより高めるため

の取組をする必要がある。 

 また、厳しい入試状況やドロップアウトへの対応のためには学習面・経済面・生活面等多

角的な支援等対策が必要と考えられることから、教員・職員のさらなる協働的取組が重要で

あると思われる。 
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第 10章 大学運営・財務（２）財務     
１．現状分析 

評価項目① 

教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定していること。 

＜評価の視点＞ 

・具体的かつ実現可能な中・長期の財政計画を策定し、大学運営にあたっているか。 

・財務関係比率に関する指標又は目標を設定し、健全な運営を確保しようとしているか。 

 

・具体的かつ実現可能な中・長期の財政計画を策定し、大学運営にあたっているか。 

・財務関係比率に関する指標又は目標を設定し、健全な運営を確保しようとしているか。 

 

学校法人中央学院には、中央学院大学、中央学院大学中央高等学校、中央学院高等学校が

あり、本学の財務を考えるにあたっては法人全体の財務を視野に入れる必要がある。 

本法人では、2012 年 4 月に第 2 次財政安定化協議会を発足させ、その「財政改善部会」

から、予算編成方法の改善策、支出削減方法の具体策、収入確保のための対策、中・長期計

画の策定などについての答申が提出され、「長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－」の

中で財政計画を策定した（資料 10-28）。その内容は、(1)安定した収入の確保、(2)経費の

抑制、(3)施設･設備の入替修繕計画を柱としており、さらに資金収支予算書、事業活動収支

予算書を予測的に明示したものとなっている。学生生徒等納付金（収入）や教育研究経費（支

出）に大きく関わる学生数の推移については、数パターンのシミュレーションを行いながら

作成した。2021 年度からは「第 2 期中期計画」において、本法人としての教育事業の充実

のための財務戦略の具体的な指針を示し、財務状況の向上・改善を前提とした「中・長期の

資金計画（資金収支、事業活動収支計算書）」に基づき、安定的な財政基盤を図っていくこ

ととした（資料 10-29）。 

また、単年度黒字の目標達成等で適切な財政計画の策定が可能となり得るよう、下記 4つ

の財務比率による指数と目標に重点をおき、年度ごとに経営状況の判断を行っている。2019

年度以後は好調な数値を得られ、2017 年 4 月に立案した計画に比べ、項目ごとにばらつき

はあるものの、全体としてはより良い結果と単年度黒字の目標を達成している。 

〔財務比率による指標と目標〕 

1．事業活動収支差額比率＝基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入 

     目標：プラス維持  2020年度決算：＋5.04％ 

               2021年度決算：＋8.76％ 

               2022年度決算：＋3.30％ 

               2023年度決算：＋5.53％ 

2．経常収支差額比率＝経常収支差額÷経常収入[教育活動収入＋教育活動外収入] 

     目標：プラス維持  2020年度決算：＋3.21％ 

               2021年度決算：＋6.82％ 

               2022年度決算：＋2.93％ 
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               2023年度決算：＋0.50％ 

3．純資産構成比率＝純資産÷(総負債＋純資産) 

     目標：85％以上    2020年度決算：85.41％ 

                2021年度決算：86.35％ 

               2022年度決算：87.22％ 

               2023年度決算：87.35％ 

4．流動比率＝流動資産÷流動負債 

     目標：100％以上   2020年度決算：176.89％ 

2021年度決算：221.39％ 

               2022年度決算：232.46％ 

               2023年度決算：181.14％ 

ただし、目標は達成しているものの、2023年度決算を同規模大学法人の平均と比べると、

補助金比率（本学：16.71％、平均：13.10％）は上回っているが、経常収支差額比率、純資

産構成比率については数値が下回っており（同規模大学法人の平均：経常収支差額比率

1.50％、純資産構成比率 88.0％）、また積立率（本学：39.63％、平均：69.9％）はより大幅

に下回っているのは課題である。 

 

評価項目② 

教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財政基盤を確立していること。 

＜評価の視点＞ 

・教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財政基盤を確保しているか。 

・授業料収入への過度の依存を避けるため、学外から資金を受け入れ、収入の多様化を図って 

  いるか。また、それによってどの程度の財源が確保されているかが明らかであるか。 

 

・教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財政基盤を確保しているか。 

・授業料収入への過度の依存を避けるため、学外から資金を受け入れ、収入の多様化を図っ

ているか。また、それによってどの程度の財源が確保されているかが明らかであるか。 

 

教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財政基盤を確保する取り組みと

して、予算編成においては、法人傘下の高等学校も含め予算執行段階で厳しい査定を通じて

予算管理を行っている。 

収入については、2021年度までは入学者数の確保により学生生徒納付金収入が増加した。

さらに 2024年度入学者からは学費の改定を行っている。その他の収入については、文部科

学省等による補助金・科学研究費補助金等外部資金の獲得、安全性と収益性の二面に考慮し

た資産運用および継続的な寄付金募集により収入の増加を図っている。寄付金収入につい

ては 2021年度以後顕著な増加が見られている。 

なお、財務基盤の確立に向けては 2019年度以後事業活動収支の均衡に改善がみられたも

のの、2023 年度においては大学入学者の減少に伴い教育活動収支差額がマイナスに転じて
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おり、不安要素となっている。また、金融資産の特定資産積立について、減価償却引当特定

資産が充足率 16.7％、退職給与引当特定資産が充足率 82.9％と不足していること、さらに

負債比率が同規模大学と比べて 0.9％高いのも懸案材料となっている。 

 

２．分析を踏まえた長所と問題点 
 

様々な取り組みにより当初計画より良好な決算であったこと、また、補助金収入・寄付金

収入が増加しているのは良い傾向である。 

一方で、全体の財務状況は 2022年度までは比較的堅調であったが、同規模他大学平均を

下回る項目が見られること、また、前年度から入試志願者・入学者が大幅に減少した 2023

年度は学生生徒納付金収入が減少し全体の減収につながっていること等については財務改

善の不安要素となっている。 

 

３．改善・発展方策と全体のまとめ 
 

上述の通り本学の財務状況は 2019 年度から改善していたが、2023 年度に陰りが見られ、

2024年度以後も学生確保に改善が見られずさらに厳しさを増している。 

根本的には、入学者の確保および退学者等の減少への取り組みが必要であるとともに、引

き続き授業料以外の収入確保への取り組みが必要である。 
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中央学院大学外部評価委員会 



 



 

 

中央学院大学に対する外部評価によせて 

 

令和 3 年 4 月に発足した中央学院大学外部評価委員会は、中央学院大学の自己点検活動

に対する評価を 4年間続けてまいりました。 

 その間、令和 3 年受審の大学基準協会による第 3 期認証評価において受けた是正勧告や

改善課題に対しては速やかな対応が行われ、内部質保証と自己点検に係わる学内体制と諸

規程を整え、多様な改善に取り組んできた努力が見受けられました。 

 特に副学長の導入をはじめとして、大学質保証会議の設置、大学 3ポリシーの制定やカリ

キュラムマップの策定など、各種の新しい取組みが実現されました。とりわけ、令和 6年度

には地元我孫子市との連携による「大学生による我孫子の施策提案」がスタートし、提案の

一つが我孫子市の市制 55周年事業に採用されたことはたいへん喜ばしいことです。 

 一方、外部評価委員から指摘され続けている課題として、学食の充実、安定した学生募集

に繋がる入試広報のあり方、課題の解決・改善に向けた進捗管理手順等、解決されるべき課

題はまだ多く、対応が不十分と思われる部分も見受けられます。 

 次の第 4 期認証評価に向けては、前回高い評価を受けた学生支援の部分をさらに発展さ

せつつ、外部評価委員会で意見が多く寄せられた課題については、ぜひとも改善に着手して

いただき、地域に根差した大学として、大規模校には真似のできないきめ細かい教育活動が

引き続き中央学院大学で実践されることを、大いに期待いたします。 

 

 

中央学院大学外部評価委員会 

令和 6年度委員長代行 青木 章 
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中央学院大学外部評価委員会 委員一覧 

 

委員長：栁下 公男（中央学院大学名誉教授） 

委 員：青木 章 （前我孫子市副市長） 

    寺田 幸司（元茨城県高等学校教諭、茨城県学校剣道連盟 名誉会長） 

    松本 康人（株式会社寝室デザイン研究所 代表取締役） 

    村越 孝一（我孫子市商工会会長） 

望月 敏江（中央学院大学名誉教授） 

米田 正巳（公認会計士、元中央学院大学大学院商学研究科非常勤講師） 
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令和 4（2022）年度外部評価報告書 

 

＜中央学院大学外部評価委員長 栁下 公男＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 

・商学部では、コースごとに体系的・段階的な科目配置が評価されているように、全学的に 

科目間の関連が一覧できる「カリキュラムマップ」を整備する。 

・アクティブセンターを起点とした社会提携・社会貢献が評価されているのでさらに拡大し

たい。 

②是正勧告について 

・内部質保証は構築されているが有効に機能しているかが問題視されているので、検証する 

 機関「自己点検・評価実施委員会」を中心として具体的に問題提起をしてゆくようにする 

 ことが望まれる。 

③その他（特に関心を寄せた項目など） 

・入学時における一斉テストの実施が評価されている。この結果を踏まえ年次ごとの学修成 

果が可視化できるようにし、本学では、何年次の成績が卒業時の成績に最も関連があるか

検証してみてはと思う。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

・規程は整備されていると思う。その運用がいかに適正にできるかが問題である。 

②大学質保証会議の設置について 

・①と同様である。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

・最も大切なのは P（プラン）で、①、②で言う通り規程は整備されており、どこが責任を 

 持って発信するかが大切でその検証は早いと思う。 

④その他 

・前回の改善勧告に比べ今回の評価は良かったと思う。 

【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

項目別評定一覧表で、10(1).(2)の大学運営・財務の評価が C,Bなのが気がかりで、改善

すべき点を早急に洗い出すことが急務と思う。一つとして、個人はもちろんのこと、学部単

位で、あるいは大学として共通テーマを立て科研費を獲得するのも一法かと思う。 

【Ⅳ】総括 

今回は、自己点検・評価報告書がしっかりできていたので、良い認定が得られたと思いま

す。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 青木 章＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 

（1）教育課程の編成・実施方針 

・法学部・現代教養学部及び商学研究科修士課程における教育課程の編成方針・実施方   
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 針の基本的な考え方が示されていないことについては、早急な明文化を求めたい。 

（2）学生支援 

・教員だけでなく、上級生も参画した新入生のための「プライムセミナー」や修学や生活支

援まで行っている「学生サポートセンター」、さらには意欲のある学生には「学生研究室」

を設置し、資格取得や充実したキャリア教育を展開していることは、大いに評価できるこ

とであり、今後さらなる発展を望む。 

②是正勧告について 

（1）中・長期計画の策定 

・大学の理念・目的や将来を見据えた大学運営の方針は、早急に策定されたい。 

（2）副学長の選任 

・規程にとらわれることなく、副学長の必要性を真摯に検討し、当面必要無いとの結論に達

した場合は、必置義務の条文を改正すべきである。 

（3）会議録の作成 

・「経営会議」や「学部長会議」の会議録は、要点筆記であっても決定事項などの記録をし

っかり残すべきである。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

・規程の改正云々よりも、まずは規程に定められた事項について、確実に実施することであ

る。 

・その上で、改正すべき点があれば改正手続きを取ることで、より質の確保をすべきである。 

②大学質保証会議の設置について 

・「自己点検・評価実施委員会」を主体とする内部質保証体制を構築しているが、十分な点

検・評価が行えているとはいいがたい状況にあることから、今後、「質保証会議」が設置

され、内部質保証体制が強化されることを期待したい。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

・今や PDCAサイクルは、事務・事業や活動をより効率・効果的に進めるための最も基本的

なメソッドである。必要に応じて大いに活用すべきである。 

【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

①付属機関の設置 

・大学の理念・目的に照らして設置されている「社会システム研究所」や「生涯学習センタ

ー（アクティブセンター）」、「国際交流センター」などは、地域住民や地方自治体と連携

し、産学官の連携に寄与していると思います。 

【Ⅳ】総括 

・全体として、様々な改善が着実に進められていると認識しています。 

・この姿勢を緩めることなく、一層の改善に取り組んで欲しいと思っています。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 寺田 幸司＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 

協会の評定が唯一「C」となっている大学運営を見直していく必要があると思います。と
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くに副学長を置くという学則に沿っていないという点で、すでにその方向に進んでいると

お聞きしましたが、急ぐべきかと考えます。長所は前回からの改善が評価されたことが、適

合の結果を出すことが出来たと考えます。 

②是正勧告について 

会議録の作成は重要なことかと思われ、容易に出来ることなので早急に作ることが必要

と考える。 

③その他（特に関心を寄せた項目など） 

学生の受け入れについて好評価を受けたことは喜ばしい。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

規程に関しては特に改正すべき点はないかと思われる。 

②大学質保証会議の設置について 

規程の第 5条にある通り設置されているものと思われる。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

プリントを拝見して CHECK の部分で良く構成されている。 

【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

新型コロナ流行の状況の中で臨機応変に改善すべき点は進めるべきかと思う。 

【Ⅳ】総括 

協会より適合と認定をいただいたことは前進かと思う。「B」と「C」の評定の 4点は改善

に取り組みたい。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 松本 康人＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 

・長所：学生支援 

学生支援においてはここ 10年以上の継続的な学生一人ひとりに寄り添うサポート体制は

目を見張るものがあると感じている。首都圏の他大学の中でも群を抜いているのではない

かと思われ最大に評価できる項目である。コロナ禍での学生生活の変化においてもしっか

り対応されることを期待する。 

・改善課題：内部質保証 

内部質保証体制については確立されてはいるものの運用がまだ十分でないとの認識。こ

れは問題点や課題について解決するための手順表を作成していないか機能していないと思

われる。いつまでに誰が何をするかを明確にすることで改善される。 

・改善課題：教育課程、学習成果 

商学部以外の教育課程実施に関する考え方が明文化されていない、課題というより不備

であるので早急の作成を求められる。 

②是正勧告について 

・是正勧告：大学運営 

大学基準協会から指摘の項目については 8 月 9 日の外部評価委員会会合で一定の説明が

あり改善向上への方向が示されている。規則の変更の伴わない会議録作成等のすぐにでき
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るものから着手し、まずは勧告から外れることを望む。 

③その他（特に関心を寄せた項目など） 

学生支援については優れた評価となっているものの、学生食堂の早期改善が必要と考え

る。学生食堂は学内での学生たちの居場所として大きなウェイトを占め課外でのコミュニ

ケーションの増進、さらに授業出席率の向上を期待することができる。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

規程改正については特に異論はない。各自己点検・評価実施委員は各部会でのアイデアを

しっかりプランに盛り込んでいただきたい。 

②大学質保証会議の設置について 

大学質保証会議の設置については特に異論はないが、構成メンバーが学部長会議とほぼ

同じであり大学運営に関する基本方針 1 運営体制において 1 と 2 が名目上は違っていても

実質同一のものと解釈される危惧がある。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

PDCAサイクルにおいて自己点検・評価実施委員会はチェックのみに関わる図式であるが、

PDCAすべてに関わる必要があるのではないか？ 

④その他 

PDCA プランは図で示されたような大きなサイクルとそれぞれの項目にも PDCA サイクル

が必要であると考える。一つのプランを立てる上でもどのようにできるか、実現可能かとい

ったような…目的の達成においては示されたプランから「いつ、誰が、どのように」という

手順を明確にし、それぞれの進捗状況を常にチェックされることが望ましい。 

【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

大学基準協会でも評価されていたように中央学院大学における学生にサポートは大変素

晴らしく、さらに保証人（保護者）にも開かれ首都近郊の小規模大学ならではの特徴を活か

した体制には感銘を受けている。コロナ禍を経て多少の変化を求められる中でも工夫して、

このイメージは崩れないことを大いに期待している。 

一方で短期目標・計画における進捗状況は 8 月 9 日外部評価委員会会合において一定の

説明はあるものの策定（実施）時期が明確にされていない。各アジェンダに対する達成時期

を決定し、手順表を作成することで、チェック機能も働き少なくとも是正勧告になるような

ことはないと思われる。 

【Ⅳ】総括 

大学基準協会に向けた受動的な改変が目立つように思える。これは大学認証評価という

制度がある以上いたしかたないと理解はできる。まず是正勧告はもちろん、改善課題につい

ても早急に対策を講じ改善することが第一優先となるであろう。その上で内部質の向上に

おいて終わることなく、学生支援同様に、教育課程・学習成果においても中央学院ならでは

というブランド化ができるよう進化することを大いに期待する。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 村越 孝一＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 
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 教育課程の実施に関する基本的な考え方を示していない学部・研究科があるとの指摘で

すので、今後の改善をお願い致します。また大学運営について是正すべきとの指摘のあった

点に関しましては早急な改善を求めます。 

一方「プライムセミナー」「学生サポートセンター」「学生研究室」は高く評価されており、

中央学院大学の特色ある取り組みとして今後も進化、発展させていく事を希望します。 

②是正勧告について 

 先にも述べたが、大学運営に関して、規程と異なる組織運営を行っていることや、規程自

体に不備があるとの指摘は真摯に受け止め、早急に是正する行動を起こして頂きたい。 

③その他（特に関心を寄せた項目など） 

 新入生を対象とした学生支援「プライムセミナー」の企画運営に教職員だけではなく学生

も関与している点は、大変すばらしいと思います。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

 内部質保証体制が十分に機能していないとの指摘がある以上は、規程を改正し内部質保

証システムが有効に機能するよう改善する必要があると考えます。 

②大学質保証会議の設置について 

 内部質保証を点検・評価する為の自己点検・評価実施委員会は 11の部会があるとのこと

ですが、組織を作ったことで満足してしまって、うまく機能していない感がある。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

 自己点検・評価実施委員会を設置するなど、「計画」と「実行」は行っているが「確認」

の部分が不足していると感じます。点検・評価を適切に行う事により「改善」に繋がると思

います。 

【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

 今回の大学評価には直接の関わりはありませんが、地域の経済人として今後もお手伝い

できることがあればさせて頂きますし、逆に学生の皆さんや大学にお力添えを頂く事もあ

るかと思います。さまざまな形で「産学協同」が出来る環境を整える事が大切と考えます。 

【Ⅳ】総括 

 今回外部評価委員をお引き受けして、はじめて大学の運営に関して様々な点検・評価を行

う機能がある事を知りました。ともすれば大学の組織運営がうまく機能しているかの評価

になりがちですが、「学生にとってはどうなのか」の視点を常に考え、大学運営がなされて

いく事を希望しております。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 望月 敏江＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 

評価の高かったプライムセミナー(新入生合宿から名称体制の変更がされた)は、長年教

職員と学生による新入生への対応を行ってきた。コロナ禍の 2年間を除き、地道な活動であ

るが教職員と学生を加えたサポート体制の強化を 1 年かけてプライムセミナー委員を中心

に計画・実行されてきた。学生が学年を超えた共同体として毎年活躍し、その実体験が次年

度の学生スタッフへと伝達され、学年の横の関係のみならず縦の関係を構築してきている。
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小規模の大学で学生の顔が分るからこそ長年継続してきたプライムセミナーが評価されて

きていることは地道な教職員と学生による活動がやっと評価されたのであり今後も期待さ

れる。 

「改善課題」大学運営に関する規程が異なる組織運営を行っていること等は、規程の内容

の見直しや改廃作業等が行われないまま再構築に間に合わない状態ではないか。この機会

に速やかに規程の見直しを行う必要がある。ただし、拡大学部長会議の議事録は毎回開催後

に教員室に掲示され内容を分り得るようになっていたと思われる。また、経営会議や学部長

会議の議事録は毎回事務方も参加しており議事録は作成されているものと思われる。 

②是正勧告について 

大学の理念・目的、大学の将来や長期計画の実現に向けたビジョンは速やかに方針を定め

るべきでしょう。また、学則の副学長に関しても準備が進められている。 

商学研究科長の権限や研究科内の昇格規程も順次規定化がされている（在職当時昇格規程

を作成、審議した実態がある）。研究科の教員のみの構成で規程や改廃の作業をスムーズに

進展するためには教職員一体となって協力することが望まれる。 

③その他（特に関心を寄せた項目など） 

プライムセミナーの評価について長年地道な努力が、教員・職員さらに学生プライムセミ

ナースタッフによる計画、実施、その後の反省(次年度に向けて)を評価されたことに特に興

味を持っている。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

大学の内部質保証に関する規程は、条文内容が丁寧に記載されている。ただし、大学内部

質保証の改善に向けて慎重に行っているなど、内容をまとめた報告事項が上部へ提出され

るまで相当な時間が経過し、その結果「自己点検・評価実施委員会」として内部質保証にお

けるマネージメントの役割を速やかにフィードバック実現化できない状態であったように

感じられる。 

 大学の自己点検・評価実施委員会による改善・向上のマネージメントの実施には、研究科、

各学部、部署等から「自己点検・評価報告書」の提出を迅速化し各人 1委員会のメンバーと

し会議重複のためスムーズな会議開催ができない等委員会のスリム化体制の構築を推進す

ることが望まれる。 

②大学質保証会議の設置について 

「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」では、大学質保証会議が学長と

連携し責任を持つものとすると規定され(第 4 条)その責任を第 5 条においても明確に記載

されている。構成メンバーは、各学部長・研究科長、自己点検・評価実施委員会委員長、事

務局長で構成されている。条文中で責任を明確にしているのは評価できる。さらに、大学教

育機関の教育トップクラスの「大学質保証会議」の役割と進展がさらに期待される。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

P-PLAN(計画)、D-Do(実行)、C-CHECK(自己点検・評価実施委員会)、A-Act(検証結果を踏

まえた、改善・向上のための行動計画・策定・運用) 

大学における内部質保証推進のための PDCAサイクルはすでに体系的な図式化がなされて

いる。しかし、自己点検・評価委員による CHECK 機能は十分に発揮されているのでしょう
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か。その理由は、次の Actで行動計画の策定はされているが、その運用がスムーズにされて

いるのでしょうか。 

 PDCAサイクルを作成し実施する図式は分りやすいものとなっている。 

④その他 

大学の内部質保証の活性化は、大学の根幹になるものであり、大学質保証会議で提言し大

学全体で一致した協力体制のもと改善案を提示すべきと考える。 

（昨年の駅伝部の箱根駅伝への復活出場、野球部の年末における全日本学生野球大会優勝

などの活躍今後とも各部の努力や活躍を願うものである） 

【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

まず、プライムセミナーの評価が認められた点。今後、大学内部質保証会議の役割と進展

を期待している。 

【Ⅳ】総括 

①大学内部質保証の見直しを真摯に受け止め検討し、内部質保証システムの円滑な機能の

進展が望まれる。 

②また、次期評価まで 7年程の期間があるが改善できる点は速やかに実施し、例えば経営会

議が実態として存在しており規程に沿った改善を行うことが必要でしょう。 

③大学の特色の取り組みには、科研費の取得プログラムによる展開により多くの研究者に

よる個人・グループでの科研費の取得を得ている。しかし、地方の小さな大学が生き残るた

めに学会発表などの開催を積極的に取り入れ、部会、全国大会の開催することは、研究者の

活性化と共に学生を学会に参加させる機会が増えるという相乗効果が考えられる。やっと

学会開催も 2 年間リモートから対面実施開催に変わりつつある時期、地方の大学の地の利

を生かして独自の展開を行うことができるのではないでしょうか。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 米田 正巳＞ 

【Ⅰ】大学基準協会による中央学院大学に対する大学評価(認証評価)結果について 

①改善課題・長所について 

（改善課題） 

（1）内部質保証について 

特に次の 3事項が指摘されています。 

・定期的な点検・評価を行っていない。 

・点検・評価の結果に基づく改善・向上のプロセスが体制上明確でない。 

・内部質保証推進組織が改善・向上に向けた運営・支援の役割を十分に果たしていない。  

 以上 3点が指摘されていますが、その一つとして、「PDCAサイクル」が完結されていない

ことが原因であるように考えます。 

 内部質保証について、Plan(政策立案)と Do(事業執行)は実施されていますが、その後の

Check(検証・評価）と Action(改善）十分でないことが指摘されています。 

その改善策について、「自己点検・評価(2021年度実施)に基づく改善要望事項」に示されて

いますが、点検・評価等の業務遂行の状況を可視化するために、各サイクルの遂行状況の推

移表、可否についてのチェックリスト等が作成されるなどにより、内部質保証の業務が継続

的に実施されることを要望します。 
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（2）教育課題・学習成果について 

次の指摘がされています。 

・教育課程の編成・実施方針において、教育課程に関する基本的な考え方が明示されていな 

い。 

「教育課程に関する基本的な考え方」については、「自己点検・評価(2021年度実施)に基

づく改善要望事項」で十分に明示されています。 

（3）大学運営・財務(財務)について 

次の指摘がされています。 

・「要積立額に対する金融資産の充足率」は低い水準を推移しており、教育研究活動の安定 

的な遂行と必要な財政基盤の両立が十分に確立されていない。 

「中央学院大学運営に関する基本方針」の「Ⅴ 財務」に「法人全体の中・長期計画に示

された財務戦略に基づいて、教育研究活動を安定して遂行する財務基盤を確立するととも

に、適切な予算管理および予算執行を行います。」と記載されています。しかし、「短期・中

長期目標および計画の全体像と進捗状況」には、具体的な「進捗状況」の記載がありません。 

 貴校においては、財務の改善について、中・長期の大学運営と財務計画が必要となります。

その為には、継続した財務情報の作成、3年後、5年後、10年後の予想財務情報の作成など

が必要になります。 

 また、貴校の場合、附属高校がありますので、大学単体、附属高校との連結、セグメント

等の財務情報の作成が必要になります。その財務情報には、「要積立額に対する金融資産の

充足率」の具体的数値・金額による明確な目標、その達成の年度が明示されることが必要で

す。 

「大学運営・財務(財務)について」の目標の達成は難題であると考えますが、具体的な目

標を設定し継続的に遂行されることを要望します。 

（長所） 

（1）学生支援について 

 次の長所が指摘されています。 

・「プライムセミナー」は、教育だけでなく、上級生も企画運営に関与することを通じ学生 

の成長も期待される取り組みとなっている。 

・「学生サポートセンター」が学生支援や成績不振者への指導を組織的に手厚くおこなって 

いる。 

・意欲ある学生には、「経理」、「法制」、「行政」等から成る「学生研究室」を設置し、資格 

取得や研究発表等、学部横断的に学生が相互に交流し、切磋琢磨できる環境を整備してい 

る。 

・進路支援として、各種のセミナーやプログラムを行うとともに、学部の専門分野に応じた  

充実したキャリア教育も展開している。 

「学生支援について」長所として評価されたことは、過年度からの「自己点検・評価」の結

果によるものと思います。今後とも、一過性の評価に終わることなく、全校が一体となって

の「学生支援」が、継続的に実施されることを要望します。 

②是正勧告について 

（1）大学運営について 
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次の特に 3点の是正勧告が指摘されています。 

・大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要な大学  

運営に関する大学としての方針が定められていない。 

・副学長の設置が無いので、規程と実態に齟齬があり、研究科長の権限についても包括的に  

定められていない。 

・「運営会議」や「学部長会議」の会議録が作成されていない。 

以上の事項について、是正勧告が指摘されましたが、その改善について、「自己点検・評

価(2021 年度実施)に基づく改善要望事項」において示されています。今後とも、継続的に

実施されることを要望します。 

③その他（特に関心を寄せた項目など） 

 事業等の遂行にするに当っては資金・費用が必要となります。その為には、「費用対効果」

を考慮した、中・長期を含めた資金積立計画が必要となります。なお、「効果」は金額で評

価できるものだけで無く、学生・教員が満足できるものなども含まれます。 

 その為に、専門家を含めた総合的財務計画等が作成されることなどが必要と考えます。 

【Ⅱ】認証評価を受けた本学の内部質保証活動について 

①「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の改正について 

 「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程 」の第 4条第 6項に「内部質保

証の客観性を担保するため、中央学院大学外部評価委員会を置く。」と規定されていますが、

「外部評価委員」だけでなく、内部チェック機関である「監査委員」も含めては如何ですか。 

それに関連して、「学校法人中央学院監事監査規程」に明確に、「内部質保証活動」も規定さ

れたら如何ですか。 

②大学質保証会議の設置について 

 「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の第 6条第 1項(5)に「その他

学長が必要と認めた者」に含まれていると思いますが、諸部門の専門家を任命するなどの明

文を規定されては如何ですか。 

③内部質保証推進のための PDCAサイクルについて 

 「内部質保証推進のための PDCAサイクル」において、非常に明確に図式化されています。 

 前記①に指摘したことですが、「外部評価委員会」と同列に「監事監査」を記載されては

如何ですか。 

PDCAサイクルとは、Plan：政策立案（計画、予算編成）－Do：事業執行（実行、事務事業

実施）－Check：検証・評価（決算、成果重視の視点）－Action：改善（施策・事務事業の

見直し）です。いわゆる PDCAサイクルを再構築し、成果重視の学校経営への転換、施策・

事業の不断の見直しに資することを目的とするものです。 

「PDCAサイクル」の遂行に当って、一般的に Planと Doで終わり、Checkと Actionがな

おざりになる傾向にあります。従って、それを回避する方策等が必要になります。 

その方策の一つとして、各 PDCA サイクルが明確に実施され、各 PDCA サイクルの可否につ

いて、可視化したフローチャートなどが作成される必要があります。 

また、その過程についてのチェック機関として、「外部評価委員会」と「内部監査」の設置

が必要となります。 
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【Ⅲ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

①「内部質保証推進のための PDCAサイクル」において、図式化されていますが、下部組織

である「全学検証委員会」、「部会の母体となる組織」においても、PDCA サイクルの可否の

図式化などにより、上部の「大学質保証会議」へ PDCAサイクルが連動することが重要と考

えます。 

 上部の「大学質保証会議」は、下部からの意見・提案を十分に受ける組織であることを要

望します。 

②学生・教員などの大学運営に参加するなど「長所」として評価されています。大学運営は

厳しく・厳格に実施されるだけでなく、楽しく・有意義に実施されなければなりません。    

また、貴校に登校・在学することが誇りと思えることが必要です。 

「中央学院大学」が「テレビ放映」において連呼されるのは、「箱根駅伝」においてです。

私は、「箱根駅伝」の放映を楽しみにしています。 

学生・教員のために、貴校の得意な分野の発展に力を注ぎ、その宣伝等を積極的に行われて

は如何ですか。 

【Ⅳ】総括 

 2021年度認定評価において「適合」の結果を得られ、前回に比較して改善が見られます。

評価結果の中で 3項目の B評価、1項目の C評価が指摘されていますが、改善のための施策

が実施されています。 

 今後とも、改善努力が継続的に推進されることを要望します。 
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令和 5（2023）年度外部評価報告書 

 

＜中央学院大学外部評価委員長 栁下 公男＞ 

【Ⅰ】本学の内部保証活動の進捗状況に行いての評価 

評価として、ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー

の理念が確立し、実行されることを期待する。 

・ディプロマ・ポリシーは、素晴らしい理念だと思う。 

・カリキュラム・ポリシーは、この理念に基づいた、カリキュラム・マップを示し、到達点

（将来の人物像・職業）を示せればと思う。また、学生の中途退学者・留年生の減少に繋

がるようにしたい。 

・アドミッション・ポリシーを有効に活用し、多くの学生の入学を確保することを望む。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

・高・大連携について 

出前授業など工夫していられるようだが、将来はそのような授業を受けた学生が、TA と

して、授業の中でお手伝いができるようなシステムがあれば学生の励みになるかと思う。 

・アクティブセンターについて 

学生を交えた地域連携・社会貢献を実施したい。 

【Ⅲ】総括 

この１年間の間で、組織の整備が充実したと思われる。これからはいかに実行に移行し、

その評価を適切にできるかである。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 青木 章＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

① 内部質保証推進の PDCA サイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

（1）担任制度の実質化 

学生が、大学受験時において明確な目標を持って入学してくることは当然のことと言え

るが、現実的には、漠とした目標はあるものの、学修する中でより具体的な目標を見つけ出

していく学生も多い。この学生を中途退学させずにしっかりと導いていくことは、大学にと

っては勿論のこと、学生や保護者にとっても大変重要である。 

そのためのアセスメントテストの受検率向上と個人面談、そのデータの活用は、早急に進

める必要がある。 

（2）7 カ年一貫教育の推進 

小中一貫教育や中高一貫教育は、教育の連続性を確保し、学生の情緒の安定と知識の向上

に欠くことができない状況である。このような中、高大 7年間を通した一貫教育も大変重要

であり、2つの付属校との連携協定の早急な締結が望まれる。 

（3）グローバルラウンジ（仮称）の設置 

新型コロナの蔓延によって、国際間の交流が難しい状況にあったが、令和 5 年 5 月 8 日

の感染症法上の位置付けが 2 類相当から 5 類に変更されたことにより、状況が大きく変わ

ってきた。留学生の受け入れ、本学学生の海外留学を通して、語学力の向上のみならず、異

文化理解と共生社会の構築に大いに貢献するものと思われ、グローバルラウンジ（仮称）の
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設置をお願いしたい。 

② 特に関心を寄せた項目等 

・公務員講座の充実 

法学部の設立趣旨からも、次代に求められる公務員の養成は、本学の大きな特徴である。

また、現代教養学部でも同じことが言えるのではないか。このようなことから、公務員講座

の充実を図られたい。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

・行政との連携 

①大学生によるまちづくり提案制度の創設 

前述の「公務員講座の充実」とも関連するが、地方自治体等と連携して「大学生によるま

ちづくり施策提案制度」を創設し、各自治体にまちづくり施策を提案する。自治体は、提案

に必要な資料、データ類をすべて提供し、提案を採用（一部採用も含む）した場合には、賞

金（報償金）を支給する。これにより、具体的なまちづくり施策の学習ができるとともに、

公務員の養成にもつながる。 

②条例・規則等の提案 

時代に即応した条例や規則等を立案し、行政に提案する。行政は、提案に必要な資料、デ

ータ類をすべて提供し、提案を採用した場合は、賞金（報奨金）を支給する。これにより、

立法技術を具体的に学ぶことができる。 

【Ⅲ】総括 

全体としては、様々な改善が着実に進められていると認識しています。この姿勢を緩める

ことなく、一層の改善に取り組んで欲しいと思います。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 寺田 幸司＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCAサイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

PDCA のサイクル表に関しては、よく整理されていてこの形態で円滑に運営されることが

必要かと思う。また CHECK 機能を充実し検証結果を現場で実践されれば望ましいと思われ

る。 

②特に関心を寄せた項目等 

担任制度の実質化については、新型コロナ関連の規制が緩和された時点では具体的な実

施内容を明確化する必要がある。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

・副学長の設置について前回の課題であったが、早急に対応されたことは良かったと思う。 

・食環境では現在１階のみの営業ということだが、更に充実が望まれる。例えば大学にシダ

ックスフードが入って評判が良くなったり、他の大学でも学食の充実に力を注いでいる。 

・出前授業は付属高のみで検討されているが、一般高校へのアプローチを探ってみてはいか

がか。 

【Ⅲ】総括 

内部質保証活動は積極的に取り組む姿勢が見られるので、良い方向に進んでいると思わ

れる。主旨とははずれますが、現在、色々な大学で運動部の問題が起きています。貴学では
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大丈夫だといますが、コンプライアンス教育と大学側のガバナンスにも気を配ることが必

要かと考えます。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 松本 康人＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCAサイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

大学基準協会から指摘の項目については概ね完了または実施中と順調に進捗しているこ

とがうかがえる。まずは是正勧告を受けた項目を完了させたことで国の定める大学のスタ

ートラインに立てたことは評価できる。また新たな課題を見つけ、それらの項目について検

討・実施されており大学質向上に大きく進歩することと思う。一方で 2021 年度来からの懸

念事項について、多数が検討中あるいは未対応の状況であることが大変気になるところで

ある。特に学生の学内生活における課題の多くは進展していない。 

②特に関心を寄せた項目等 

（1）学生食堂の改善（未対応） 

昨年の報告書でも指摘しているが、学生食堂の改善がまったく未対応というところに大

きな問題を感じる。コロナ禍で業者誘致が難しいのは理解できるものの、コロナ明けで学生

たちが戻ってきているにもかかわらず検討する土俵にもあがっていないということか？ 

（2）学生会館 Via の活用（実施中） 

我孫子市情報発信コーナーの設置と既存の什器にパンフレットと動画配信がされている

が、これだけで活用に結びついたとは言い難い。設置当初は興味本位で足を止める学生がい

ても近い将来ただ置いてあるだけのものになる可能性が高い。新しい情報を発信し続ける

ことが重要である。また Via に飲食サービスがないことも活性化につながらない要因と考

える。 

（3）7 ヶ年一貫教育の推進 

付属の中央学院高校へ 8 月に 3 日間出前授業との報告であるが、内容的には一貫教育と

いうにはほど遠い。出前授業を否定するわけではないが、オープンキャンパスだけでなく中

央学院高校と中央学院大学中央高校が大学で授業を受ける仕組みや学内で生活するシチュ

エーションが必要かと思われる。たとえば 7 年かけて高校から大学まで統一して学習する

ような教科やカリキュラムをつくるようなことができれば面白いと思う。 

さらにスポーツ面での活躍も評価されるべきポイントである中、大学と高校での強化指定

クラブの連携が全く取れていない。特に大学における駅伝と野球、高校における野球とサッ

カーは実力的には全国レベルにある。これら（駅伝・野球・サッカー）は認知度も高いスポ

ーツであるので大学高校で一貫して強化することでさらなる知名度アップにつながること

を期待する。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

大学基準協会でも評価されていたように中央学院大学における学生サポートは大変素晴

らしく、さらに保証人（保護者）にも開かれ首都近郊の小規模大学ならではの特徴を活かし

た体制には感銘を受けている。コロナ明けでより対面行事が多くなった今、このイメージは

崩れないことを大いに期待している。 

一方で昨年も指摘しているが、自己点検・評価に基づく報告の進捗状況で完了していない
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項目に対して「いつまでに/誰が/どのように進めていく」という手順が明記されていない。

各課題に対する手順が明確でないため、できるところから手をつけるという状況に見える。

各項目から優先順位を選定し、手順を決めて目標年月日までに完了させるというスタイル

を確立してほしい。 

【Ⅲ】総括 

昨年までのコロナ禍という特殊要因から一転、学生たちも大学に戻ってきた。まずは学内

生活を充実させるためにも、学食の改善や学生会館の活性化を早急に進めていただくこと

を願う。今後少子化による学生数の減少が課題となっていく中で、各付属高校の生徒の多く

が中央学院大学に上がりたいと思う魅力的な教育と生活の環境つくりが急務である。 

また、コロナ明けにより全てを元に戻していくという世間の風潮はあるものの、コロナに

より急速に進化したオンラインを今後も有効に取り入れることで、より幅広く、また深い教

育活動ができると思う。実際にコロナ禍で多くのビジネス交流会が生まれ注目を浴びてい

る。それらは対面とオンラインを組み合わせることにより、オンラインでは時間の有効活用

や地域間の距離を明らかに縮めることができる。ぜひ中央学院から時代の変化にしっかり

対応できる社会人を多く送り出していただきたいと思う。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 村越 孝一＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCAサイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

副学長を設置し、大学質保証会議議長に据えた事により、前回指摘した PDCA サイクルの

中で不足していると感じた「確認」の部分が強化され、有効に機能していると思います。 

検討中である「グローバルラウンジの設置」は学生の異文化理解や共生意識を育む上で不可

欠と考えます。現在も AIRA との協力関係は良好ですが、ラウンジを早急に実現する事によ

り、さらに留学生を含めた学生のグローバル意識は高まると考えます。 

②特に関心を寄せた項目等 

「食環境の改善」については未だ対応できていないようですが、学生生活の質を向上する

為には「学食」を含め、食環境の改善は必須と考えます。地域の農家と食材提供などの連携

を図ると同時に、食堂の運営に地元の飲食店を始めとする商業者の経験とノウハウを利用

する事も必要かと考えます。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

先にも述べましたが、学食の運営を地元の商業者に依頼する事を提案いたします。1 店舗

だけでは難しくても、取扱い品目が異なる何店舗かでフードコート的な食堂が出来るかと

思います。地元農家との連携で地産地消も進めて行けると考えます。 

【Ⅲ】総括 

地域の経済人として外部評価委員をお引き受けさせて頂きましたので、大学と地域の連

携、大学と企業との協同の視点は常に持っていたいと考えます。これからも学生の地域への

ボランティアの推奨、「産学協同」の推進を図りながら、正しく大学運営がなされていく事

を希望いたします。 
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＜中央学院大学外部評価委員 望月 敏江＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCAサイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

大学において内部質保証へのアプローチは特に重要な要件であり慎重に PDCA 検証結果を

踏まえた改善の向上のための行動計画の策定・運用がされている。 

内部質保証推進の PDCA（Plan,Do,Check,Act）サイクルの有効性 

Plan:内部質保証のための各種方針に基づく目標・計画の策定 

Do:各種目標計画の実行 

Check:自己点検・評価委員会による検証の実施 

Act:検証結果を踏まえた改善・向上のための行動計画の策定・運用の取り組みがされている。 

②特に関心を寄せた項目等 

・「2022年度自己点検・評価を受けての改善」 

自己点検・評価実施委員会の評価・点検をもとに、全学検証委員会における検証作業が行

われ、大学が短期・長期的な取り組むべき課題・方針の提示がされた。その中、大学は自ら

の責任において、教育の理念の達成に向けて内部質保証を着実に推進していく必要がある。

それは、大学が 7 年ごとに認証評価を受けるために義務的にあるいは受動的に内部質保証

を実施するのではなく、大学が主体的にあるいは能動的に改革しようとする体制のもと、内

部質保証を推進することが求められる。そのためには、全学的に共有し大学のコンプライア

ンス実現に向けて達成する協力体制が必要である。ただし、着実に実施に向けた努力が認め

られる。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

・「あびこ祭」の活性化と「ゼミ対抗学生研究発表会（仮称）」 

①2022年度「学生生活調査」の実施による学生の満足度が高まる教育活動の展開 

例、「あびこ祭」において「各ゼミ対抗学生研究報告会」などの検討であるが、まず「学

部ゼミ対抗学生研究報告会」などの学部から代表ゼミによる対抗研究報告会の展開を積極

的に推進する。 

効果：各学部ゼミ生（代表）または各ゼミによる報告会は、学生自らが研究課題に関して

積極的な参加意欲を促す効果が考えられる。また、近隣の大学外部の人々も学生の「あびこ

祭」におけるバザーや演武、コンサートも効果がみられるが、大学内部の学生研究を公表す

る機会として積極的な実施に向けた行動を期待される。また、学生自身やゼミのテーマに関

して各自が努力・論文に記載できても公の場で発表する機会が得られることは学生の研究

への活性化につながるものと思われる。 

「あびこ祭」で学部対抗ないしはゼミ対抗発表会は、特に大学の費用などを多くかけずに

普段の学生の研究を発展させる。結果的に就職活動（ディプロマ・ポリシー関連）における

自己 PRなど特別なものと考えず卒業論文や研究論文に反映させることもできるのではない

か。 

【Ⅲ】総括 

①全学的に内部質保証については、「自己点検・評価実施委員会」を主体としディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成や実施方針）、アドミ

ッション・ポリシー（入学者受入方針）に基づく教育活動の定期的な点検・評価の改善に向
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けた今後の取り組みに期待が持てる。 

②学生の活躍への期待 

駅伝部や野球部等の活躍が大学を後押ししてくれている効果が大きい。2024 年駅伝部の

「第 100回箱根駅伝大会」への出場は、PR 効果が大きいと思われる。近隣の方々の様子か

らも第 100 回大会への箱根駅伝出場は駅伝部を応援する勢いを感じられる。COVID-19 後の

大学 PR対策として強化クラブへのさらなる対策を期待する。 

③「春の桜の季節」に地域の方々に大学を開放する（案）。 

秋は「あびこ祭」による大学の開放、では春には大学の桜を見て回る大学開放を試みる提

案である。地域とともに発展する大学像を再考する必要があるように思われる。 
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令和 6（2024）年度外部評価報告書 

 

＜中央学院大学外部評価委員長代行 青木 章＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

① 内部質保証推進の PDCA サイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

1．評価できる点 

（1）内部質保証システム 

・「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」の一部を改正し、「大学質保証会

議」が中核を担って推進することを明確化した。 

（2）志願者・入学者増への取り組み 

・オープンキャンパスの増回。特に放課後オープンキャンパスの開催や体験型授業（模擬裁 

判等）の実施、部活動体験、保護者向けプログラムの充実等 

・進学や分野選択に向けた印刷物やブランド（STAND BY YOU）認知向上のための印刷物の作

成等 

・SNS（ホームページ、インスタグラム、ライン等）活用 

（3）キャリア支援 

・数字や経験談を踏まえた PR強化やキャリア支援専用の SNSによる定期的な応報発信、入

学後の資格取得や就職先等をイメージできるような学部の広報強化、海外研修やフィー

ルドワーク等の特徴的な取り組みの SNSでの発信 

（4）学生の満足度向上 

・学食では、メニューの見直しや内装の改善、テイクアウトによる混雑緩和。特に朝食メニ

ューの提供は学生の健康管理に寄与すると思われる。 

・スクールバスは、増便による混雑緩和、待機場所の改装（日よけ、空調等）、自治体との

連携によるシェアサイクルサービスの導入。 

・部活動・サークル活動では、陸上競技部（駅伝）の寮の新築などの施設や練習環境の整備。 

（5）地域貢献 

・地域連携カイギ部（部員 67 名）が、我孫子市から「我孫子市 PR サポーター」を委嘱さ

れ、今後、学生ならではのアイデアを生かし、我孫子市を PRする。 

2．課題事項 

（1）人事考課制度の導入 

・人材の育成や適正な人材の配置を進めるための人事考課制度の導入は、意義のあることで 

あるが、その運用にあたっては、適正かつ公平に行われなければならない。 

・誰が評価者になっても公平・公正に実施されるためには、評価項目や評価基準を具体的か

つ明確に示したマニュアルが必要となる。 

・このマニュアル作成には、先進事例なども参考にし、最善の注意を払っていただきたい。 

・また、上司から部下を評価するだけでなく、部下から上司を評価することも検討されたい。 

（2）生成 AI利活用ガイドライン 

・生成 AIの利活用にあたっては、ガイドラインが作成されており、「過度な依存」、「リスク

の理解」、「そのまま成果物とすることの禁止」、「著作権侵害への配慮」、「個人情報保護や

セキュリティに関する注意」、「情報の信頼性の確認」等の注意事項がまとめられているが、

今後、国や他大学の動向も注視し、適切に見直しされたい。 
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② 特に関心を寄せた項目等 

１．第１回大学生による我孫子市への施策提案発表会 

・我孫子市への施策を提案するこの発表会は、「学長杯ゼミ対抗研究発表会」という形で行

われ、19の団体から応募があった。 

・学生が地元自治体の行政に大きな関心があることがわかるとともに、若者が、今後行政の

様々な施策に関心を持つ有意義なものであり、我孫子市と連携の下、今後も進められたい。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

１．施設の整備 

・「評価できる点」でも記述したとおり、本学の大きな特長でもある「駅伝」の寮が新築さ

れたことは、大変良かったと思っている。 

・野球部も神宮大会優勝をはじめ好成績を残している。 

・野球部のグラウンドは人工芝であるが、内野から外野にかけて雨が降ると水溜りができる

状態である。 

・この状態では、練習の成果が発揮できないばかりでなく、部員に危険も伴うので、早急に

改修されたい！ 

【Ⅲ】総括 

・全体として、様々な改善が着実に進められていると認識しています。 

・この姿勢を緩めることなく、学生や保護者の声に真摯に耳を傾け、一層の改善に取り組ん

で下さい。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 寺田 幸司＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCA サイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

・PDCA の取り組みについては特に CHECK から綿密なフィードバックを経ての ACT が求めら

れると思われる。 

・進捗状況の中で目を引いたものはオープンキャンパスの増である。その中で体験型授業を

見ると 3 講座だけに見えるが、もっと高校生に興味のありそうな授業を増やした方が有

効と思う。 

②特に関心を寄せた項目等 

・HP の充実の中でインスタグラムの有効活用は今後の広報活動では積極的に取り組む件か

と考える。 

・生成 AI の利活用は非常に大事であるが慎重に扱わなければならない。フェイクニュース

など悪用されたりなど使用目的を明確にすべきである。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

・「情報」という科目に検討中という部分があったが、今回から入学共通テストの科目に加

わるということで推進して行くべきと思う。 

・今回の評価には出て来ていないが、各大学で部活動などのコンプライアンスなどのトラブ

ルがあるが、その点のガバナンスについて信用を落とさないよう注意が必要かと思われ

る。 
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【Ⅲ】総括 

・総合的に教育の質の向上についてと学生数の確保についてよく検討されているように思

う。 

・全体的に見てよく整理され細部まで行き届いていると好評価できる。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 松本 康人＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

① 内部質保証推進の PDCA サイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

内部質保証推進の取り組みについて、挙げられている検討課題（自己点検・評価実施委員会）

とその回答（大学質保証会議）の内容について、現況における中央学院大学での問題点や解

決すべき内容として適切であると評価する。特に少子化が進む中で都心部から少し離れる

立地の中央学院大学においては学生数確保、バリアフリー問題、学食を含む学生生活環境の

課題はすでに短期的に施策を講じなければならない大きな問題であり、大学・法人全学一致

になってその対策に向けて検討、スピード感をもって即実施されることを強く望む。 

②特に関心を寄せた項目等 

・学生数の安定的確保 

2024 年 4 月の入学者数からも中央学院大学における学生募集はすでに縮小傾向にあり、

将来的に自然増のない中で対策は急務である。そのための施策案は今回の資料に掲載はな

いが、現時点でそのための会議の場をつくるということでは 2025年以降の学生募集に大き

く出遅れることが危惧される。安定的な学生数確保のためには、①効果的な広報活動②魅力

的な学内環境③学生たちが自身の未来（4年後）を描ける環境が必要である。特に③におい

て、中央学院大学で 4 年間学ぶとどのような選択肢があるかを明確にわかりやすく提示す

ることも大切である。 

大学 WEBサイト「就職・進路」ページの中で公務員については、大学の目標、その実績や

カリキュラム詳細が記載されている。高校生やその保護者にとって公務員を目指すなら中

央学院大学は一つの選択肢となるであろう。できれば他の多様な業種についても例を挙げ

てその道に進みたい学生をターゲットに募集することも一つの策として考えられる。 

また逆に将来の展望がないまま大学選定をする子供たちに向けた早い段階での進路指導

を確立し、その方策をオープンに広報、さらにオープンキャンパス等で実際に体験できると

いいと思う。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

①中央学院大学における広報戦略の課題は以前より指摘されているところと思われるが、

一度宣伝広告も含めて現在の広報活動をすべて並べて前例や慣習にとらわれずに整理した

らどうかと考える。 

②全学的教学マネジメント体制の強化 

・全学的課題への対処方針を示す司令塔的な組織・機能の整備 

PDCA サイクルにおいて A→P の橋渡し役が必要との要望があるが…その状況は（A）改善点

や次の課題が見つかっていないということになり、中央学院大学内部質保証推進の PDCA サ

イクルが回っているとは言い難い。この点については、外部評価委員就任時より毎年指摘し

ていることであるが、課題に対しての解決・改善の手順が明記されていないことがあげられ

ると思う。ひとつの課題に対して①いつまでに②誰（どのチーム）が③どのように進めてい
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くか以上の進捗表を作成し、それに対して進捗状況をチェックする、そしてそこで生まれた

新たな課題や改善点を次の課題として手順を作成していくという流れが必要である。 

【Ⅲ】総括 

年々、中央学院大学内部質保証推進においては国の定める基準は当然のことながら、さら

に在籍する学生に目を向けて進捗していると思う。今後学生募集が厳しくなる中で、広報活

動がとても重要になると思われる。特に宣伝広告においては生きたお金の使い方で効率よ

く大学の名前を広く認知させていただきたい。その一つに挙げられるのは何といっても箱

根駅伝での活躍である。1月 2日・3日の全国放送で生中継されるだけでなく前後に特集が

組まれ、大学自体を取材されることも多い。しかもこの取材は基本的に無料である。駅伝に

ついては中央学院大学も元々の基盤があり、2024 年に新たな寮が完成したことで環境面も

整いつつある。あとは毎年エース格のリクルーティングを全学あげて協力体制をつくれば、

指導者の実績から見ても早い段階で同様に優勝争いをできるチームになれると感じている。

絶対的な知名度アップのためにはシード権争いではなく、優勝争いが必要である。そのため

の費用は看板やマスメディアを利用する広報に比べても明らかに効果的である。同時に学

食等の学生生活環境を整えることも付け加えたい。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 村越 孝一＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCAサイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

事務組織を改編し教育研究活動を効率よく運営できる体制を整備するとの事、歓迎いた

します。教員と職員の連携がスムーズに行われることが大学運営にとって、ひいては学生に

とって良い効果が出ることを期待します。また今後は少子高齢化の時代を迎え、学生数の減

少が見込まれる中、他大学との差別化と広報戦略は重要と考えます。放課後オープンキャン

パス等さまざまな取り組みを試みているようですが、在学生による SNS での発信が高校生

にとっての大学の選定に与える影響は大きいと思うので、現在の在学生の満足度をより高

める必要があると考えます。 

②特に関心を寄せた項目等 

卒業時アンケートの実施は良い考えだと思います。学生の満足度を上げる為にできる改

善はすぐにでも行うべきだと思いますし、欲を言えば在学中の学生の意見も吸い上げる仕

組みがあると良いと考えます。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

地域連携カイギ部の活動や大学生による我孫子の施策提案など、「域学連携」の活動はた

いへん評価致します。今後は地元企業との「産学協同」も視野に地域に必要とされる大学と

して繁栄していく事を願っております。 

【Ⅲ】総括 

商工会長という職務柄、地域の様々なイベントに関わっておりますが、スタッフとしてボ

ランティア活動をする貴大学の学生をよく見かけます。皆さんまじめで一生懸命働いてい

る姿に貴大学の教育方針の誠実さを鑑みる思いがいたします。 

また駅伝をはじめとするスポーツ面での学生の活躍に、地域が本当に元気を頂いている事

をお伝えすると同時に心から感謝申し上げたいと思います。今後も大学の活躍と繁栄を祈

念しております。 
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＜中央学院大学外部評価委員 望月 敏江＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

① 内部質保証推進の PDCA サイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

内部質保証の推進に関しては「大学質保証会議」を中心に責任の明確化をすでに承認

（11.26）され推進の責任の明化を示した。また、PDCA サイクルは大学の各部会で大学基準

協会から指摘を受けた課題だけでなく、自律的に課題を洗い流し、解決に向かう PDCA サイ

クルが動き出している。これは、各学部間を超越した課題検討に進展していると考えられる。 

② 特に関心を寄せた項目等 

・「学びの成長度」 

2024年度入学生より各学部のコース再編・カリキュラム改編により具体的カリキュラムツ

リー（ナンバリングを含む）は、新入生にとって具体的カリキュラムツリーが短時間でカ

リキュラムの全体像を把握するのに有効である。学生にとり分かりやすい学びの成長度効

果が期待できる。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

・「市との連携」 

将来を見据えた少子化対策の一環に他大学との連携が試みられるであろう。本大学の特

色として我孫子市との連携事業が実施され、「大学生による我孫子市施策提案」発表会が

実施されたことは、一歩前進した市との連携を評価できる。 

【Ⅲ】総括 

・「社会的評価」 

「何と言っても箱根駅伝効果（点数では現れない）」は、見える大学の社会的評価となり

全国的な拡大を示している。さらなる期待度が大である。 

例、学会においても「箱根駅伝出場校の大学ですね」から話題が展開し、研究内容に発展

するなど見えない効果を感じてきている。大学は、スポーツによる効果「駅伝部や野球部」

による活躍を前面に積極的な PR活動を展開することは少子化対策にも生きてくることを

考慮願いたい。 

 

＜中央学院大学外部評価委員 米田 正巳＞ 

【Ⅰ】本学の内部質保証活動の進捗状況についての評価 

①内部質保証推進の PDCA サイクルの有効性や、進行中の取り組み・課題等について 

（1）PDCAサイクルの重要性は、Action（施策・事務事業の見直し）を積極的に実施するこ

とです。すなわち、次の計画に対して諸政策重視への転換、政策・事業の不断の見直しが重

要です。例えば、当校への受験合格者の数と次回への目標等、国家試験等への合格者の人数

等、 卒業生の就職先等の表示等の表示・広報です。施策・事務事業の見直しの結果、次期

以降の Plan(政策立案)を明示することが、重要と考えます。 

（2）事務組織の見直しとして、副学長の増員が挙げられています。学校経営においても、

企業経営と「費用対効果」の点では、差はないと思います。事業等の推進・拡張のためには、

資金が必要です。副学長に企業経営経験者を採用(非常勤でも)されては如何ですか。 

（3）当校はその段階には来ておりませんが、私学事業団の調査によると「経営困難な状況」

の私大が 18％、「経営困難の予備段階」の私大が 24％となっております。また、2024 年度

の 4 年制私大の 59％が定員割れとなっています。急速に進む少子化の現在、「私学助成金」
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や卒業生等の「寄附金」に頼るだけでなく、学校法人収入等の増加のため、経営的センスの

ある指導者等による「大学の稼ぐ力」を伸ばすことが必要と考えます。 

②特に関心を寄せた項目等 

（1）当校は、現代教養学部はありますが、商学部と法学部に特化した大学と考えています。 

私の長女は現在、税理士となり事務所を経営しています。税理士試験科目は 5科目です。大

学院商学研究科、法学研究科の修士を終了することにより、税理士試験科目の 3科目が免除

されます。長女は当校の修士課程の修了により、一部科目免除となり税理士となっておりま

す。「GUIDE BOOK」の大学概要に記載されていますが、税理士資格取得など国家試験等の受

験の、ためのメリットを「院生要覧」に積極的にアピールすべきと考えます。 

（2）「学生要覧」には、「教職課程の履修のしかた」が中心的記載されていますが、「GUIDE 

BOOK」と同様に、「実践的なキャリアサポート」や「資格サポート」などの取得の方策や取

得者の現状などについて、「学生要覧」や「院生要覧」においても、取得方法や現状等の情

報を報告されては如何ですか。 

【Ⅱ】特記事項（特に評価できる点や改善に向けた提案など） 

① 当校の特記できる事項として、毎年正月に実施される箱根駅伝があります。「GUIDE BOOK」

に「7つの強化指定クラブ」の一つとして、報告されていますが、その点を広報等で積極的

なアピールを行い、学生・父兄等が自慢することが出来るように、働きかけては如何ですか。  

2025 年新年の箱根駅伝において、中央学院大学は、本番選出の予選会において当校の選手

が日本人選手の 1位となり、本番の箱根駅伝では総合 14位となりました。来期のシード校

には至りませんでしたが、ガンバッタと思います。アナウンサーが中央大学とは言っても、

中央学院大学のアナウンスが少なく、参加大学で影の薄いことがテレビを見ながら悔しい

気持ちでした。私は、テレビで黄色のユニホームの中央学院大学のロゴと選手が目にはいる

と、期待しながら応援していました。青山学院大学・原監督などのようなテレビ等での宣伝・

広報とは言わないまでも、積極的広報等を行っては如何ですか。 

② 世界的に日本の漫画が評価されている現在、漫画世代の若者にとっては、文章による表

示より、写真、図面、表、漫画等の見た目で容易に理解可能な可視化した情報の開示が必要

と考えます。学生諸君のアイデアを参考とし、若者等が思わず手に取って見るような、可視

化された広報誌等の作成による宣伝をされることを期待します。 

【Ⅲ】総括 

① PDCAサイクルの重要性は、「Action(事務組織の見直し)」を積極的に実施することです。 

② 副学長の増員として、企業経営経験者を採用(非常勤でも)されては如何ですか。 

③ 税理士試験などの国家試験等の受験のための取得の方策、取得者の現状などを「学生要

覧」や「院生要覧」などでアピールされるべきと考えます。 

④ 少子化が進む現在、当校への入学、卒業等を他人に自慢することが出来る事が重要と考

えます。当校としては、その自慢できる事項(例えば、箱根駅伝など)を積極的に宣伝・広報

することが必要と考えます。 

⑤ 漫画世代の若者等へのアピール対策として、写真、図・趨勢表示等を多く取り入れ、可

視化した情報等の報告などの開示が必要と考えます。 
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2022～2024年度 大学質保証会議 開催日程・議題等一覧 

 

＜2022年度＞ 

回 日程 議題 

第 1回 5月 31日（火） 1.内部質保証の推進について 

（1）今後の内部質保証活動をどう回していくかについて 

（2）大学評価(認証評価)結果の「是正勧告・努力課題」へ

の対応について 

2.その他 

第 2回 10月 19日（水） 1.「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」

の改正について 

2.全学 3ポリシー・全学アセスメント・ポリシー策定作業に

ついて 

3.その他（外部評価委員会規程改正等） 

第 3回 12月 13日（火） 1.全学 3ポリシー・全学アセスメント・ポリシー策定につい

て 

2.その他（全学 3ポリシー関係の作業スケジュール等） 

第 4回 3月 6日（月） 1.自己点検・評価実施委員会からの報告・改善要望書への対

応について 

2.令和 4 年度外部評価委員による評価報告書への対応につ

いて 

3.「『大学基準』及びその解説」等の改定に対するパブリッ

ク・コメントについて  

4.大学基準協会へ提出する改善報告書（案）について 

5.全学 3ポリシー／全学アセスメント・ポリシー制定後の作

業について 

6.その他（7ヵ年一貫教育、学生研究発表会等進捗等） 

第 5回 3月 16日（木） 1.中央学院大学外部評価委員会委員の委嘱について 

 

 

 

 

 

 

 

－161－



＜2023年度＞ 

回 日程 議題 

第 1回 4月 19日（水） 1.学長へ提出する報告・改善要望書（案）について 

2.令和 5年度内部質保証推進関係スケジュールについて 

3.進捗報告 

（1）7ヵ年一貫教育（付属校での出前講座） 

（2）学生発表会 

（3）担任制度の強化 

（4）我孫子市情報発信コーナー設置 

4.その他（全学 SD/FD 開催等） 

第 2回 6月 21日（水） 1.各学部の 3ポリシー検証作業について 

第 3回 7月 25日（火） 1.今年度前期の活動総括 

2.課題の進捗確認 

3.後期からの内部質保証に関する工程確認（カリキュラムマ

ップ等） 

4.その他（アセスメントテスト GPS-Academic 受検状況報告

等） 

第 4回 9月 26日（火） 1.カリキュラムマップ作成について 

2.各学部の内部質保証推進グループで検討して、学部で進め

ていただきたいこと 

第 5回 11月 28日（火） 1.各学部における「退学高リスク学生」対応について(各学

部からのご報告) 

2.カリキュラムマップ・ツリーの作業進捗について 

3.11月 20日開催大学基準協会第 4期機関別認証評価説明会

について  

4.アセスメント・ポリシーに基づく学習成果の可視化に関す

る全学体制構築に向けて 

第 6回 3月 12日（火） 1.自己点検・評価実施委員会からの報告・改善要望書につい

て 

2.来年度に向けての課題確認 

3.その他（アセスメントテスト GPS-Academic 受検率向上策

等） 
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＜2024年度＞ 

回 日程 議題 

第 1回 6月 11日（火） 1.自己点検・評価実施委員会の報告・改善要望書に対する回

答（案）について 

2.令和 6年度内部質保証推進関係スケジュールについて 

3.進捗報告 

4.その他（researchmapへのリンク整備、大学設置基準改正

対応等） 

第 2回 11月 12日（火） 1.教育の質保証における学びの可視化について 

第 3回 11月 26日（火） 1.内部質保証の推進に関する規程改正 

2.各学部のカリキュラム改革のスケジュールと方向性 

3.カリキュラム改革に関する全学の取り組み（全学基盤教

育） 

4.本学学生の学修時間・学修行動の把握について 

5.その他 

第 4回 2月 25日（火） 1.初年次教育実施に向けた勉強会（講師：(株)ベネッセ i-キ

ャリア 岡安智美氏） 

2.全学基盤教育について 

3.アセスメント・ポリシー実行プラン（案）について  

4.その他 

第 5回 3月 11日（火） 1.自己点検・評価実施委員会からの報告・改善要望書につい

て 

2.中央学院大学外部評価委員会委員の委嘱について 

3.学生の学修時間・学修行動に関する分析について 

4.GPS-Academic4年生結果報告 

5.来年度に向けての課題確認 

6.その他 
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中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程 

（令和元年５月３１日制定） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、中央学院大学（以下、「本学」という。）の教育目的及び社会的使命を達成するた

め、本学の教育研究活動及び管理運営等の状況について、自ら点検・評価を行い、その結果をもとにした

教育研究活動等の自律的・継続的な改善（以下、「内部質保証」という。）を推進させることを目的とす

る｡ 

（恒常的質保証の推進） 

第２条 学内のすべての組織と教職員は、内部質保証に係る方針及び手続きに基づいて、自律的・定期

的・継続的に内部質保証の推進に取り組むものとする。 

（内部質保証の実施事項） 

第３条 第１条の目的を達成するために、学内のすべての組織と教職員は、次の各号に関する事項を遂行

するものとする。 

（１）教育研究及び業務の質保証に関する目標の設定及びその達成に向けた取り組み。 

（２）前号に定める事項についての自己点検・評価及びそれに対する検証。 

（３）検証結果に基づく改善のための方針・方策の策定及びその実施。 

（４）点検・評価結果の報告・公表。 

（５）学校教育法に定める認証評価に関すること。 

（６）その他、点検・評価及び内部質保証のために必要とされること。 

（内部質保証の推進体制） 

第４条 本学における内部質保証の推進については、学長と大学質保証会議が連携し、責任を負うものと

する。 

２ 本学における自己点検・評価を推進するため、自己点検・評価実施委員会を置く。 

３ 学部・研究科・センター等各組織の自己点検・評価を行うため、自己点検・評価実施委員会に部会を

置く。 

４ 各部会の点検・評価結果を全学的観点から検証するため、自己点検・評価実施委員会内に全学検証委

員会を置く。 

５ 学部・研究科・センター等各組織は、それぞれの内部質保証に関する規程を定め、自律的に内部質保

証を推進する。 

６ 内部質保証の客観性を担保するため、中央学院大学外部評価委員会（以下、「外部評価委員会」とい

う。）を置く。外部評価委員会については別に定める。 

（大学質保証会議の役割） 

第５条 大学質保証会議は、全学の3つのポリシー（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の

方針、入学者受入れの方針）を踏まえた教育の企画・運用及び検証・改善を中心として、本学における

内部質保証システムを有効に機能させる責任を負う。 

２ 大学質保証会議は、学長及び自己点検・評価実施委員会に改善の内容・経過・結果を随時報告するも
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のとする。 

（大学質保証会議の構成及び招集） 

第６条 大学質保証会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 （１）副学長 

 （２）各学部長 

 （３）研究科長 

 （４）自己点検・評価実施委員会委員長 

 （５）大学事務局長 

 （６）その他学長及び議長が必要と認めた者 

２ 大学質保証会議の議長は、副学長とする。 

３ 大学質保証会議は、議長が招集する。ただし、議長にやむを得ない事情があるときは、あらかじめ議

長が指名した者がその職務を代行する。 

（大学質保証会議の審議事項） 

第７条 大学質保証会議は、次の事項について審議する。 

 （１）内部質保証システムの適切性 

 （２）自己点検・評価実施委員会及び外部評価委員会による点検・評価の結果等を踏まえた改善方策に

関する事項 

 （３）認証評価の受審に関する事項 

 （４）その他内部質保証に関して学長が必要と認めた事項 

（自己点検・評価実施委員会の職務） 

第８条 自己点検・評価実施委員会は、部会が作成した点検・評価報告書を基に、全学検証委員会を中心

にして全学的観点から毎年検証を行い、報告書及び改善要望書を作成して大学質保証会議に提出する。 

（自己点検・評価実施委員会の構成） 

第９条 自己点検・評価実施委員会は、次の各号に掲げる者（以下、「自己点検委員」という。）をもっ

て構成する。 

（１）学部長の指名する専任教員 各学部３名 

（２）研究科長の指名する大学院の担当教員 ２名 

（３）図書館長、社会システム研究所長、生涯学習センター長、学生サポートセンター長、国際交流

委員会委員長、入試委員会委員長、教務委員会委員長、学生委員会委員長、就職委員会委員長 

（４）大学事務局長 

（５）企画政策部長、学事部長、情報システム部長、入試広報部長 

（６）総務財務部長 

（自己点検委員の任命及び任期） 

第１０条 自己点検委員は、学長が任命する。 

２ 自己点検委員の任期は、３年半とする。ただし、欠員が生じたときは、速やかに補充する。 

３ 補充の自己点検委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（自己点検・評価実施委員会委員長） 

第１１条 自己点検・評価実施委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、自己点検委員の中から学長が任命する。 

（部会） 

第１２条 自己点検・評価実施委員会に、次の各号に掲げる部会を置く。 

 （１）商学部部会 

 （２）法学部部会 

 （３）現代教養学部部会 

 （４）商学研究科部会 

 （５）入試部会 

 （６）教務部会 

（７）図書館部会 

 （８）社会システム研究所部会 

 （９）生涯学習センター部会 

 （10）学生支援部会 

 （11）国際交流部会 

 （12）事務局部会 

２ 部会は、部会長及び部会委員により構成する。 

３ 部会長及び部会委員については、自己点検・評価実施委員会において委員の中から選任し、学長の承

認を得るものとする。 

４ 部会は、自己点検・評価の経過及び結果について、毎年、自己点検・評価実施委員会へ報告書を提出

する。 

（自己点検・評価実施委員会及び部会の招集） 

第１３条 自己点検・評価実施委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長にやむを得な

い事情があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

２ 部会は部会長が招集し、その運営を行う。ただし、部会長にやむを得ない事情があるときは、あらか

じめ部会長が指名した者がその職務を代行する。 

（全学検証委員会の構成） 

第１４条 全学検証委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 （１）自己点検・評価実施委員会委員長 

 （２）商学部部会 １名 

 （３）法学部部会 １名 

 （４）現代教養学部部会 １名 

 （５）商学研究科部会 １名 

 （６）入試部会 １名 

 （７）教務部会 １名 
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 （８）図書館部会 １名 

（９）学生支援部会 １名 

（10）社会システム研究所部会、生涯学習センター部会、国際交流部会の３部会から１名 

（11）事務局部会 １名 

２ 全学検証委員会の委員長は自己点検・評価実施委員会委員長が兼務する。 

（自己点検・評価の実施期間及び項目） 

第１５条 自己点検・評価実施委員会は、３年半に一度、大学基準協会の点検・評価項目に則って自己点

検・評価を行う。 

２ その他の年度については、自己点検・評価実施委員会が定めた様式に従って自己点検・評価を行う。 

（外部評価委員会） 

第１６条 学長は、自己点検・評価の結果について、第４条第６項に定める外部評価委員会を毎年開催

し、意見を求めるものとする。 

（改善措置） 

第１７条 大学質保証会議は、改善の必要な事項について、各組織に指示を行う。 

２ 各組織は、改善の結果を大学質保証会議に報告する。 

（自己点検・評価結果の報告と公表） 

第１８条 学長は、自己点検・評価の結果を公表する。 

２ 学長は、学校教育法に定める認証評価の結果を理事会に報告する。 

（事務） 

第１９条 内部質保証に関する事務は、企画政策部企画戦略グループにおいて行う。 

（規程の改廃） 

第２０条 この規程の改廃は、大学質保証会議で協議のうえ、教授会及び研究科委員会の意見を聴いて学

長が行う。 

 

附則  

１ この規程は、令和元年５月３１日から施行する。 

２ この規程制定後、「中央学院大学自己点検・評価実施委員会に関する規程」（平成8年7月10日制定）

は廃止する。 

附則 令和２年１１月５日 一部改正 

附則 令和４年３月１５日 一部改正。改正後のこの規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附則 令和４年１１月１６日 一部改正。改正後のこの規程は、令和４年１０月１日から適用する。 

附則 令和７年２月１３日 一部改正。改正後のこの規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附則 令和７年７月１７日 一部改正。改正後のこの規程は、令和７年４月１日から適用する。 
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中央学院大学副学長規程 

（令和４年６月２８日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、中央学院大学学則第１１条に規定する副学長に関し、必要な事項を定める。 

（職務） 

第２条 副学長は、中央学院大学学長（以下「学長」という。）を助け、命を受けて校務をつかさどり全

学的重要事項の計画遂行に係る連絡調整と学長の委任する職務を行う。 

（任命） 

第３条 副学長は、中央学院大学の専任教員のうちから、学部長会の意見を聴いて学長が任命する。 

２ 副学長は１名とする。 

３ 学長は、副学長を任命したときは、理事長に報告する。 

４ 副学長は、学部、研究科、その他の教育研究上の重要な役職を兼ねることができない。 

（資格） 

第４条 副学長は、大学における教育研究活動等を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する

者とする。 

（任期） 

第５条 副学長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期を超えることはできない。 

２ 学長が任期満了前に辞任した場合、又は欠員となった場合は、引き続き在任し、次期学長の発令日前

日をもって任期を終えるものとする。 

３ 副学長が任期満了前に辞任した場合、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（解任） 

第６条 学長は、副学長が次の各号の一に該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、

その副学長を解任することができる。 

（１）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき 

（２）職務上の義務違反があるとき 

２ 学長は、副学長を解任しようとする場合には、当該副学長に対し弁明の機会を与えるものとする。 

（秘密保持義務） 

第７条 副学長は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、学部長会の意見を聴いて、学長が行う。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が定める。 

 

附 則 この規程は、令和４年７月１日から施行する。 
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2025 年 6 月 25 日 

自己点検・評価実施委員会委員長 

齋藤大輔様 

 

「自己点検・評価（2024 年度実施）に基づく報告・改善要望書」に対する回答書 

 

学  長 大村  芳昭 

副学長 川久保文紀 

 

第 9 期自己点検・評価実施委員会から提出された「報告・改善要望書」に関して検討を行い、

本回答書を作成した。要望書に真摯に向き合うことによって、大学が直面する課題を再認識し、改

善がみられていない事項についてどのように取り組むべきかを改めて協議した。要望書の内容は

かなり多岐にわたり、限られた人員と予算のなかで優先順位をつけて臨むことが必要である。 

2027～2028 年の第 4 期認証評価の受審を絶好の機会と位置づけ、本学における教育の質保

証を推進していきたいと考えている。現在、各学部におけるコース再編とカリキュラム改革が進め

られているが、学部の垣根を越えてアカデミックリテラシーの基礎を身につける CGU 全学基盤教

育の構築に向けた動きも進展している。組織全体が同じベクトルを向いて大学全体の改革を進め

ることは大学執行部の責任であることはいうまでもないが、役割や責任を分担・共有する教職員

ひとりひとりの姿勢もますます求められている。 

そして、改革を進めるにあたって、本学に伏在する縦割り型の組織や思考の見直しが急務であ

り、4 つの連携を強化していきたい。第一に、3 学部間の連携である。全学の 3 つのポリシーやカ

リキュラムマップの策定にみられるように、教育の質保証の推進にあたっては、情報共有を前提と

した 3 学部間の連携が極めて重要であり、大学全体として一体性をもった全学教育を展開してい

く。第二に、教員と職員の連携である。教職協働なくして「学生に寄り添う大学」の実現は困難であ

り、両者が協力して同じ目線で学生に向き合う姿勢が求められている（令和 4 年大学設置基準等

の改正により「教職協働」の実質化が盛り込まれた）。第三に、事務組織間の連携である。本年 4

月からスタートした事務組織の改編は、部署間の連携を強化することを目的として、「課」を「グル

ープ」へと変更したものである。教育の質保証の推進という観点からも、入口である入試広報、教

育の本体である教務・学生（国際交流含む）、出口である就職までの組織横断的な仕組みのなか

であらゆる取り組みを行うことが重要であり、こうしたことが組織全体に浸透するように努めていき

たい。第四に、法人と教学の連携である。本年 4 月に施行された私立学校法の改正によって、理

事会や評議員会の在り方が大きく変わることになるが、情報共有体制の構築を含めた法人と教

学の関係の在り方を検討していくことも必要であり、学長を中心として働きかけを行っていく。 

  冒頭、大学運営に関する基本的な考え方について申し上げたが、教職員各位の引き続きのご

理解・ご協力をお願い申し上げる。 
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①  学生の安定確保のための本学の方針 

入試危機事態宣言を受けての大学入試戦略については、志願者の増加と定員の回復という基本

的な目標を踏まえ、大学をバックアップする目的で法人に設置された大学入試戦略会議（略称「戦

略会議 125」）との連携を密にしていきたい。入試コンサルタントをお願いしている白石洋司氏の提

案をきっかけに構想され、4 月 28 日の戦略会議 125 でご了承いただいた企画実行委員会（ただし

戦略会議 125 との関係については、財政等の観点から法人側で検討するミッションを戦略会議

125 で、教学等の観点から大学側で検討するミッションを企画実行委員会でそれぞれ担当すると

いう棲み分けを行う方向で調整中）の活動を通じて、具体的な対策を練り上げ、経営会議での意

思決定（テーマにより副学長や学部長も参加）や学部長会議での情報共有を行いながら、全学的

な体制を構築していきたい。また、6 月 11 日の各学部教授会では、入学定員の削減について教

員から意見を求める学長名での文書が配布された。今後、財政も含め定員削減に伴うシミュレー

ションなどのデータ・資料を法人から提出してもらい、議論を行っていきたい。 

 

② 基盤教育の再編の方針とカリキュラム改編 

CGU 全学基盤教育については、大学質保証会議において検討を重ね、本年 3 月に各科目担当

者に検討指示を学長・副学長から依頼し、4 月に各科目担当者から報告文書が提出された。大学

の方針と学部の方針が異なることがないように、各学部のカリキュラム再編の動きと足並みをそろ

え、2026 年度実施に向けて作業を進めてきたところである。CGU 全学基盤教育は、各学部の専

門教育の基礎となるアカデミックリテラシーを身につけるために必要な科目群についての名称や

単位数、教育内容の一部共通化を目指すものである。各学部長が構成メンバーとなっている大学

質保証会議や学部長会で各学部のカリキュラム再編についての進捗状況を常に共有し、副学長

と各学部長補佐との間で密なコミュニケーションを図りながら、進めていることをご理解いただきた

い。全学基盤教育についての基本方針は、本年 3 月の各学部教授会で示しており、6 月 11 日の

各学部教授会でも再度示した。情報共有が重要であることはいうまでもなく、今後もそのように努

めていく。 

また、商学部や法学部において、2 年次以降のゼミの履修率がかなり低下しているという現状を

踏まえれば、カリキュラム再編の動きのなかでゼミにおける履修率をアップさせるための方策を各

学部において早急に検討し、実行に移すことが欠かせないと考えている。本年 6 月、CGU ポータ

ルの改修によって、「学びの成長度グラフ」も導入される。「学生に寄り添う」大学であるならば、ゼ

ミ教育の充実を図ることはいうまでもなく、初年次からゼミを継続して履修しようというマインドが学

生のなかに自然に醸成されていくことが好ましい流れである。 

 

③ カリキュラム再編における教員採用について 

「現在は退職により退職者と同じ分野の教員を補充することが行われている」とのご指摘であるが、

現状でもある程度柔軟な対応は可能であり、特に今後、「同じ分野」にこだわっていると採用人事

が硬直化し、大学にとって必要な人材を確保できない恐れがあり、退職者数の範囲内での補充採
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用であれば、専攻分野についてはより柔軟な対応を行うことも考えられる。そうすることが教員採

用抑制という法人の方針とも一致するものと考えている。 

 

④ 情報演習科目の SA 制度の導入について 

情報演習科目支援のための SA 等の制度については、規程案の策定までは進んでいるが、対法

人を含め調整が必要な事項が複数あり遅滞している状況である。今後導入に向け、調整を進めら

れればと考えている。 

 

⑤ 学部予算の導入について 

学部長の自由裁量がきく予算をつけて欲しいという要望であるが、使途があいまいな予算をつけ

ることは認め難いことをご理解願いたい。このような予算が認められると財源は無限ではなく限ら

れているので、本来優先されるべき使途が明確な予算が制限されることになりかねないことにな

る。ただ、緊急性が高くどうしても必要なものへの要望については、年度途中であっても大学から

法人へ要望し、認められるよう努めていく。 

 

⑥ 母語が日本語以外の入学者（日本の高校に通っていた外国籍の学生等）への対応について 

受験生が多様化してきていることは承知している。現時点で考えられることは、入試グループと学

生・国際交流グループと教務グループとの情報共有をさらに密にすることによって、個別に対応し

ていくべき問題であり、学長からもそのような指示を行ったところである。試験区分のデータは入

試グループから学生・国際交流グループに送られてはいるが、本来、母語に関するデータは存在

しておらず、本学のなかで、どの程度、そのような学生が存在するのかを事務組織間で共有・把

握したうえで、教職協働でのぞむべき問題であると認識している 

 

⑦ 教員の研究活動の活性化について 

この要望に関して、明確に申し上げたいことは、教育の質保証と研究の質保証は車の両輪であり、

本学は双方の充実を目指しているということである。「教育と研究を一体不可分のものとして人材

育成と研究活動を行っている仕組み」こそが、知の基盤を生み出していると認識している（「教育と

研究を両輪とする高等教育の在り方について（審議まとめ）」中央教育審議会大学分科会、令和 3

年 2 月）。教員の業務負担が増加しているために、研究所のプロジェクト研究への応募が困難で

あるという指摘であるが、研究活動を活発に行っている教員も多くおり、科研費などの外部研究資

金の取得率も近年向上している。プロジェクト研究への応募状況を事例として、本学の研究活動

が活性化していないということが果たしていえるのだろうか。2023年度に開始されたプロジェクト研

究については、現在までに 4 件が採択され、おかれた状況のなかで各教員が研究時間を確保し、

申請調書に向き合った結果であると考えている。教員の研究支援に対する継続的な取り組みの

重要性はいうまでもないが、教員の業務負担の公平性という観点からも、各学部における精査も

必要であろう。 
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⑧ 教室の情報化と⑨教室環境の改善 

本学の教室の情報化に関して、他の大学に比べて、遅れをとっていることは率直に認めざるをえ

ない。ゼミ教室の情報環境についていえば、モニターやプロジェクターの設置もなく、CGU 全学基

盤教育の核のひとつとして、情報関連教育が位置づけられるが、このような施設環境では問題が

あると認識している。法人に対して、まずはゼミ教室にプロジェクター等を設置してもらう要望を行

いたいと考えている。キャンパスにおけるすべての情報環境を一度に改善することは財政的に難

しいと考えているが、教室の教育用設備の充実については今後の整備計画の課題には挙げられ

ているので、こうした要望があがったことについても法人に伝えたい。教室の空調については経費

を含めた効率的運用を考えると集中管理が適当と考えており、その中で快適な室内環境が保て

るよう担当部署と相談していきたい。 

 

⑩ 大学全体のバリアフリー化および安全確保の推進 

バリアフリー化については、担当部署に整備可能なところから着手するよう指示しており、現在

（2025 年 5 月）、担当部署では本館・５号館周辺の段差の改善について業者に相談しているところ

である。キャンパスの照明等についても、課題として認識し、一つずつでも解消されるよう、引き続

き働きかけていく。 

 

⑪ CGU ポータル改善の意見集約の仕組み構築 

CGU ポータルの仕様についての改善要望は、教務グループで集約しているものと承知している。

この要望に関して、現時点での CGU ポータルの改修は考えていないが、今回の要望があったこと

を教務グループに伝える。 

 

⑫ 国際化への対応 

グローバルラウンジに関して、入学者の確保においても留学生の役割は今後重要になってくると

いう認識である。外国人学生と日本人学生が交流する場が本学には存在しない。再度、法人側

の留学生受け入れについての基本的な方針も確認したうえで、人員を配置するかどうかなどの設

置形態にもよるが、本学にとって実現可能な方向性を考えたい。 

 

⑬ 図書の除却 

どのような方法が容易であるのかについて、共通理解が存在しないなかで、総務財務部と図書館

の方で協議していただきたいと考えている。 

 

⑭ オープンアクセスに関する取り組み 

本要望を受けて、5 月 20 日に学長から全学学術委員会に諮問を行ったところである（7 月末に答

申予定）。価値ある学問的成果を適切に管理しながら広く共有するという意味で、オープンアクセ

スの推進には賛同するというのが学長見解であり、(1)本学でオープンアクセス推進のために行う
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べきことは何か、(2)その際に問題となる点は何か、(3)それを克服するために何をすればよいかと

いう 3 点について諮問した。 

 

⑮ アセスメントテスト(GPS-Academic)の受検率向上の取組み 

2 年次以降の受検率の低さはご指摘の通りである。現代教養学部は 4 年間ゼミが必修であり、他

の学部に比べて学生数が少ない特色を生かし、面談を通じて受検結果を活用している取り組み

は功を奏している。CGU 全学基盤教育に学生の成長を測るアセスメントテストを取り込み、ゼミ教

育のなかで有効活用していくことについては教員の理解と協力が欠かせない。また、2024 年度の

4 年生 150 名の受検者のうち約 80%が 1 年次からの連続受検者というデータからも、学生にメリッ

トをよく理解させることが重要であり、このテストの結果がゆくゆくは就職活動の準備に役に立つと

いうことを理解させ、毎年受検が当たり前という認識を浸透させることができれば多くの学生が 4

年次まで継続して受検するようになると思われる。さらに、就職グループのキャリア支援や各学部

のキャリア科目においても、全学的にアセスメントテストをうまく活用して行くことが今後望まれる。

受検率が向上すれば、今回アセスメントテストのデータに基づき全学教務委員会で学修時間・学

修行動に関する分析が行われたように、教育改善を行う上での一層信頼できるデータとなり、認

証評価や補助金要件に対応することができる。プライバシーポリシーについては、アセスメント・ポ

リシーの実行を進めるうえで、全学で見直しが必要と認識している。 

 

⑯ 学生データの活用について 

学校創立 125 周年記念事業との関連において、法人にＤＸセンター統合戦略室準備室が設置さ

れたようである。教学側からＬＭＳの更新の要望を行った際に、法人側からさまざまなシステムが

乱立することを避けたいという説明があったが、いつまでに学生のデータの一元化を含むＤＸ構想

が実現するのかのロードマップを示してもらいたいと考えている。そもそもＬＭＳの機能には、学内

の学生データを一元化するような機能を本来持ち合わせていないという前提が共有されていない

うえに、建設計画のロードマップが教学側に示されていない現状はあまり好ましいとはいえない。

入口から出口までの学生のデータを一元化するというシステム構築にかかる時間と予算に関して、

法人から今後の展望を示していただきたいと考えている。 

 

⑰ アンケート結果の回答について 

ご指摘のように、学生のアンケート結果について、しっかりと受け止めているという姿勢をみせるこ

とは重要である。スクールバスに関して、総務課（現在の庶務グループ）とは協議してきた。どのよ

うな告知の方法がよいのかについて結論が得られないままになっていたが、前期中には学長名

でのメッセージをポータルから発信する予定である。日頃から学生からの要望に応えるために、

「学長意見箱」を大学公式サイト上に設置し、学長が丁寧に回答している（ただし、投稿のルール

を守ったものに限る）。また、学長と学生自治会との間での意見交換会を開始させており、学生自

治会からの要望に関して、現在、回答案を作成中である。このような取り組みを行うことによって、
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大学として学生の声を大切にしながら教育を行っているという基本的な姿勢が伝わるように努め

ていく。 

 

⑱ 職員の人員不足について 

学生相談室のカウンセラーについては、2024 年度は例外的に年度途中での退職などにより１人

体制になっていたが、2025 年度は非常勤カウンセラーにも週 3 日程度出勤していただく元の形と

なったことをご報告する。精神科医については各方面に当たっているが、なかなか条件に合う方

が見つからないのが現況である。各部門で人員不足が言われているのは承知しているが、人員

は限られており、また財務上の問題で人件費の継続的増加につながる職員の採用増は難しい状

況である。基本的には事務組織改編により縦割り構造から脱却することで不足を補う考えである

が、それでも必要なものについては法人に要望をしていきたい。 

 

⑲ 食環境の改善 

学食の改善については、前年度の回答書に記載したことが実現していないことを率直にお詫びす

る。過去には、新規の学食業者から本学への出店を断られた経緯もあり、継続して各方面に働き

かけを行っているものの補助の関係もあり出店には至っていない。キッチンカーの増設による対

応で昼食の選択肢を増やすことにした。学生会館 2 階の厨房施設を改修するには相当な予算措

置を伴い、店舗数の増設も困難な現状である。セブンイレブンの営業時間に関して、周知のように、

土曜日や長期休暇には運動部も含め学生がほとんどいないというキャンパスの現実を考えれば、

授業期間外の営業日の拡大についても実現は困難である（以前、土曜日は営業していた）。安価

な朝食を提供できないものかという案もあるが、大学側が財政補填を行うことも必要になる。他大

学との立地の違いが大きいこともあるが、学食の魅力が効果的な学生募集策のひとつになるとい

う認識も法人にも共有してもらいたいと考えている。 

 

⑳ 入学式・卒業式の式典 

入学式・卒業式については、学長指示のもとで、本要望を受ける前からさまざまな改善を行ってい

る。学生主体の式であることを意味する名称への変更や在学生による送辞の実施などを行った

が、次回からは入学生による宣誓の復活や地元合唱団による校歌斉唱を行う予定である（調整

事項もあるので、最終決定ではないことを申し添える）。本学にふさわしい式典の在り方について

検討することは重要であるが、式典担当の事務組織ばかりではなく、教員側の協力も必要になる

と思われる。 

 

㉑ 本学の在り方について 

「本学の在り方について」というこの項目全体の趣旨があまりにも曖昧であり、回答が困難である

（このような「本学の在り方」を問う大きな課題は、要望項目の内容や配置を全体的に考慮したう

えで、要望の前半部分におくべきではないだろうか）。ただ、「地域に根差している」の部分との関
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連で、地域連携については、我孫子市との連携を一層強化すべく、我孫子市・中央学院大学相互

連携会議で鋭意検討している。それ以外の地域連携についても、学長と副学長が情報共有など

をしながら適宜対応しているところであり、今後も地域連携を一層推進していく方向で対応していく。 

 

㉒ 課題提出の仕組みについて 

本要望に関して、要望書および回答書の在り方も含め、学長、副学長、大学事務局長、自己点

検・評価実施委員長と協議したい。 
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改善報告書 

 

大学名称  中央学院大学      （大学評価実施年度 2021年度  ） 

 

１．大学評価後の改善に向けた全般的な取り組み状況 

 本学は、2021 年度の認証評価の結果を踏まえ、その改善・向上に努める全学的な基盤整

備を行い、2028年度の認証評価の受審に向けて、自律的かつ恒常的に PDCAサイクルを回す

ことのできる内部質保証システムの構築に努めている。貴協会から指摘を受けたために改

善するという受動的な姿勢ではなく、本学の教育活動全体が学生本位の視線にたって展開

されているかどうかという積極的な観点から改善に向けた取り組みを行っている。 

2021年度の認証評価において、「是正勧告」として示された「基準 10 大学運営・財務」

においては、大学の中長期計画にかかる大学運営の基本的な方針が示されていないという

指摘を真摯に受けとめ、法人と教学が協働しながらその改善に努めてきた。大きな進歩とし

ては、学則に「置くことができる」と規定されながら置かれていなかった副学長を 2022年

に任命し、大学の中長期計画や内部質保証を担当させることによって、学長を中心とする教

学マネジメント体制の強化を図ったことが挙げられる(資料 1-1)。 

「改善課題」としての「基準 2 内部質保証」においては、責任主体としての自己点検・

評価実施委員会による定期的な点検がなされておらず、改善・向上のためのプロセスが体制

上明確ではないという指摘に対して、2022 年に全学レベルでの内部質保証に責任を有する

大学質保証会議を設置した(資料 1-2、1-3)。副学長がこの会議の議長を務め、商学部長、

法学部長、現代教養学部長、大学院商学研究科長、大学事務局長、自己点検・評価実施委員

会委員長から構成され、内部質保証システムの有効性に関する改善指示を行う司令塔的な

組織としての位置づけを有している。そのもとで、各部会が個々の組織に内在する課題を洗

い出し、自己点検・評価実施委員会がそれらの課題が改善されているかどうかの点検・評価

を行っている。さらに、2024年に「中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程」

の一部を改正し、大学質保証会議の役割をさらに明確にすることによって、全学レベルでの

内部質保証の推進や教学マネジメントに責任を有する主体として位置づけた。 

第 3期認証評価で指摘を受けた「基準 2 内部質保証」および「基準 4 教育課程・学習

成果」に関する課題は、この改善報告書に記載の通りすでに解決・改善しており、現在は次

の第 4期認証評価を見据えた取り組みに着手し、商学部・法学部・現代教養学部および大学

院商学研究科修士課程で連携を図り、全学的に内部質保証の推進に努めている。 

 

 

資料 1-1 中央学院大学副学長規程 

資料 1-2 中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程 

資料 1-3 内部質保証推進のための PDCAサイクル 
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２．各提言の改善状況 

（１）是正勧告 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準１０ 大学運営・財務 

（１）大学運営 

提言（全文） 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長

期の計画等を実現するために必要な大学運営に関す

る大学としての方針が定められていない。また、学

則において、副学長を置くことが定められている

が、これまで置かれたことがなく、規程と実態に齟

齬があり、研究科長の権限についても包括的に定め

られていない。さらに、規程に基づかない組織運営

や、改廃に関する規定の不備が見受けられるととも

に、「経営会議」や「学部長会議」は組織における重

要な会議体でありながら、その会議録が作成されて

いない等、適切な大学運営を行っているとはいいが

たいことから、組織の基盤を十分に整備し、適切に

大学運営を行い、定期的な点検・評価及びその結果

をもとにした改善・向上に取り組むよう、是正され

たい。 

大学評価時の状況 中長期計画については、工程表を作成し、それにし

たがって計画の実現を図っていくこととしていたた

めに、大学運営に関する基本方針は定められていなか

った。しかし、第 2 期（2014 年度）の大学評価にお

いて内部質保証について様々な指摘を受けていたた

め、内部質保証の運営体制の整備を進めるなかで策定

することとしていた。また、副学長を置くことについ

ても、検討はしていたものの実現に至ってはいなかっ

た。大学院商学研究科長権限の規定化をはじめとする

規程の整備については、当該規程運用などの際にその

都度整備を行ってきたが、規程が膨大な数であるた

め、未整備のものが残っているという状況であった。

さらに、「学校法人中央学院経理規程」では「予算会

議」が予算編成の手続に関与することが規定されてい

るが、実際には「経営会議」で検討がなされ、規程に

基づかない運営を行ってきていた。このように「経営

会議」は法人運営業務の要としての機能を果たしてき

ているが、これまで議事録が作成されないままに運営
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が行われてきた。また、「学部長会議」については、

「学部長会」と「拡大学部長会」の二つの組織で構成

されており、従来定例で開催されてきた「拡大学部長

会」については議事録が作成されていたものの、2021

年 4月 1日付の規程改正により学長・学部長・大学院

商学研究科長・大学事務局長で構成される「学部長会」

が定例開催となってからは、録音と会議メモはとって

いたものの、正式な議事録は作成されないままに会議

運営が行われてきた。 

大学評価後の改善状況 大学基準協会からの提言を受け、自己点検・評価実

施委員会からの改善要望を待つまでもなく、学長を含

む学部長会が中心となって改善に取り組み、大学運営

に関する基本方針については、「中央学院大学大学運

営に関する基本方針」を 2022年 6月に策定した（資

料 2-(1)-1-1）。また、副学長についても「中央学院大

学副学長規程」を制定し、あらたに副学長を置くこと

となった（資料 1-1）。 

2022年 10月に就任した副学長は、全学的な重要事

項の計画遂行に係る連絡調整と学長の委任する職務

を行い、副学長の設置は学長を補佐する体制の強化に

つながった。さらに、大学院商学研究科長の権限につ

いては 2022年 7月開催の大学院商学研究科委員会に

て「中央学院大学大学院学則」の改正を行い、大学院

商学研究科長の権限を包括的に定めた（資料 2-(1)-

1-2）。学部長会議においても正式な議事録を作成する

こととした（資料 2-(1)-1-3）。 

法人においては、実地調査後の 2021 年 12月 20日

付文書「大学評価（認証評価）結果（委員会案）に対

する意見申し立てについて」の中で経営会議の議事録

が無いことについての指摘があることを確認し、2022

年 1 月開催の経営会議において当会議から議事録を

作成し出席者に配布するとともに保管することにつ

いて審議・承認し、以後議事録を整備している（資料

2-(1)-1-4）。 

さらに、予算編成手続きが「学校法人中央学院経理

規程」に定められた通りに行なわれていないとの指摘

については、実際に行なわれている手続きに沿うよう

に条文を改めた内容を含めた同規程改正案が 2022年

10 月開催の理事会で承認され同日付で施行すること
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となり、予算編成における規程と実際の手続きとの齟

齬は解消された（資料 2-(1)-1-5）。 

改廃に関する規定の不備については、各種規程を改

正する際に必ず確認し、備わっていない場合は追加す

るように徹底しており、少しずつ整備を進めている

(資料 2-(1)-1-2、2-(1)-1-6、2-(1)-1-7)。 

「大学評価後の改善状況」

の根拠資料 

資料 2-(1)-1-1 

中 央 学 院 大 学 大 学 運 営 に 関 す る 基 本 方 針

（https://www.cgu.ac.jp/about/disclosure.html） 

資料 2-(1)-1-2 中央学院大学大学院学則 

資料 2-(1)-1-3 学部長会議事録（2022 年 4 月 26 日

開催） 

資料 2-(1)-1-4 経営会議議事録抜粋（2022年 1月 12

日開催） 

資料 2-(1)-1-5 学校法人中央学院経理規程 

資料 2-(1)-1-6 中央学院大学学則 

資料 2-(1)-1-7 理事会議事録抜粋（2023年 3月 29日

開催） 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 
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（２）改善課題 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準２ 内部質保証 

 

提言（全文） ｢自己点検・評価実施委員会｣を責任主体とする内

部質保証体制を構築しているものの、定期的な点

検・評価を行っているとはいいがたい。また、点

検・評価の結果に基づく改善・向上のプロセスが体

制上明確でなく、内部質保証推進組織が改善・向上

に向けた運営・支援の役割を十分に果たしていると

はいえないことから、「自己点検・評価実施委員会」

のもと、内部質保証システムを有効に機能させるよ

う改善が求められる。 

大学評価時の状況 第 2期（2014年度）の認証評価において本学の内部

質保証に大きな問題があるとの指摘を受け、3 つのポ

リシーの実体化と、検証・改善・確認のための組織的

な仕組み作りを構築するため、1.改善のための根本的

な方針・方向性の策定、2.改善可能な指摘事項への早

急な対応、3.指摘事項以外の問題点の洗い出しと改善

方針の策定、4.新たに「本学の目指すべき理想像」の

作成を行うこととし、まずは現行の「中央学院大学自

己点検・評価実施委員会に関する規程」の見直しを行

い、「中央学院大学における内部質保証の推進に関す

る規程」を制定した。これによって「自己点検・評価

実施委員会」を点検・評価・改善を推進するための全

学内部質保証推進組織として明確に位置づけ、さらに

各部会の内部質保証推進規程や条項の新設を行うこ

とで教育研究活動等の自律的・継続的な改善を図るこ

ととした。 

このような整備のもとに、各部会で大学基準協会の

点検・評価項目に基づいた自己点検・評価を実施し、

その結果を全学的視点から検証して、第 3期（2021年

度）の『自己点検・評価報告書』の作成および実地調

査に臨んだ。 

実地調査後、再度「中央学院大学における内部質保

証の推進に関する規程」の改正を行い、学長、学部長

および自己点検・評価実施委員会委員長で構成される

内部質保証を推進する会議体を設置し、改善点をチェ
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ックする権限を持たせることとした。さらに、これま

で自己点検・評価実施委員会に構成メンバーとして含

まれていなかった就職部長、教務委員長等を加えるこ

ととした。このような体制のもとで（1）認証評価が 7 

年に 1 回というサイクルであることから、大学基準協

会の基準に基づいた点検を 3 年半に 1 回行う。（2）

他年度は毎年、大学独自の点検用共通様式により 3つ

のポリシーを踏まえて各部会で検証を行い、それをも

とに全学的視点からの点検・検証を重ね、改善の進捗

状況について可視化を図る。（3）部会による当年度の

計画実施状況と改善状況またはその見通しを毎年 12 

月までに自己点検・評価実施委員会に報告する。（4）

部会による次年度の年度計画および改善課題を策定

し、毎年 3 月までに自己点検・評価実施委員会に提出

する、といった形で自己点検実施サイクルの確立

（PDCA の活用）を図ることとした。 

大学評価後の改善状況 本学では自己点検・評価実施委員会を中心に内部質

保証上の問題点の改善に努めてきた。提言を受けた課

題については学長から諮問が出され、それぞれ該当す

る部会で検討を進め、改善に繋げた（資料 2-(2)-1-1）。

また、副学長規程（資料 1-1）の制定により、副学長

を議長とする「大学質保証会議」を設置して内部質保

証体制を強化した（資料 1-2）。現在、この会議を中心

として上記「大学評価時の状況」で述べた（1）〜（4）

までの計画が実施され、自律的な点検・評価が行われ

るようになっており、認証評価での課題解決のみなら

ず、自律的に課題を洗い出し解決に向かうという内部

質保証の PDCAサイクル（資料 1-3）を推し進めている

（資料 2-(2)-1-2～2-(2)-1-14）。自己点検・評価実施

委員会では「自己点検・評価に基づく報告・改善要望

書」（資料 2-(2)-1-15）を毎年大学質保証会議に提出

し、大学質保証会議ではこの改善要望を検証して学長

に報告し、学長は副学長連名の回答書（資料 2-(2)-1-

16）を自己点検・評価実施委員会に示し、必要な改善

指示を適宜出すこととしている。 

さらに、「中央学院大学における内部質保証の推進

に関する規程」（資料 1-2）を 2024年度に一部改正し、

役割を定めた第 5 条を「大学質保証会議は、全学の 3

つのポリシー（卒業認定・学位授与の方針、教育課程
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編成・実施の方針、入学者受入れの方針）を踏まえた

教育の企画・運用及び検証・改善を中心として、本学

における内部質保証システムを有効に機能させる責

任を負う。」とし、教学マネジメントの司令塔的な役割

を大学質保証会議に担わせることにした（資料 2-(2)-

1-17）。 

以上のような体制を整えつつ、「学修者本位の教育

体制の確立」に向けて学習管理システムの更新やポー

トフォリオ導入等についても検討を重ねており、現行

の学事システムにおいてはカリキュラムマップと単

位取得データから 6つのディプロマ・ポリシーの達成

度を「学びの成長度グラフ」で表示し、2025年 6月に

ポータル上で学生と指導教員が確認できるように改

修して「学びの可視化」を進めた（資料 2-(2)-1-18）。

また、アセスメントテストの分析データに基づく学修

時間・学修行動の把握に関する全学教務委員会からの

答申をもとに大学質保証会議において検証を行い、学

生の学修時間を増やすため学長から関係部会に改善

指示を出すことを手始めに、アセスメント・ポリシー

を全学的に実行に移す運びとなっている（資料 2-(2)-

1-19）。 

「大学評価後の改善状況」

の根拠資料 

資料 2-(2)-1-1 学長諮問一覧 

資料 2-(2)-1-2 商学部部会報告書（2024 年度） 

資料 2-(2)-1-3 法学部部会報告書（2024 年度） 

資料 2-(2)-1-4 現代教養学部部会報告書(2024年度)  

資料 2-(2)-1-5 商学研究科部会報告書（2024年度） 

資料 2-(2)-1-6 入試部会報告書（2024年度） 

資料 2-(2)-1-7 教務部会報告書（2024年度） 

資料 2-(2)-1-8 図書館部会報告書（2024 年度） 

資料 2-(2)-1-9 学生支援部会報告書（2024年度） 

資料 2-(2)-1-10 社会システム研究所部会報告書

（2024年度） 

資料 2-(2)-1-11 生涯学習センター部会報告書（2024

年度） 

資料 2-(2)-1-12 国際交流センター部会報告書（2024

年度） 

資料 2-(2)-1-13 事務局部会報告書（2024年度） 

資料 2-(2)-1-14 内部質保証に関する課題進捗表
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（2023）（2024年 3月 12日現在） 

資料 2-(2)-1-15 自己点検・評価（2024 年度実施）に

基づく報告・改善要望書 

資料 2-(2)-1-16「自己点検・評価（2024年度実施）に

基づく報告・改善要望書」に対する回答書 

資料 2-(2)-1-17 大学質保証会議議事録抜粋（2024年

11月 26日開催） 

資料 2-(2)-1-18 学びの可視化に向けた CGUポータル

の改修について－「学びの成長度グラフ」の導入－ 

資料 2-(2)-1-19 中央学院大学アセスメント・ポリシ

ー 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 

№ 種  別 内  容 

２ 基準 基準４ 教育課程・学習成果 

 

提言（全文） 法学部、現代教養学部及び商学研究科修士課程の教

育課程の編成・実施方針において、教育課程の実施に

関する基本的な考え方が示されていないため、明文化

するよう改善が求められる。 

大学評価時の状況 各学部はそれぞれ、学部の 3つのポリシーを策定し

ていたが、各学部のポリシーが大学全体として必ずし

も整合性を持ったものとは言えない状況であった。ま

た、商学研究科修士課程においても 3つのポリシーを

策定していたが、各学部と同様の状況であった。した

がって指摘を受けた教育課程の実施に関する基本的

な考え方の明示についても、統一されてはいなかっ

た。このため、自己点検・評価実施委員会からも改善

要望事項として、全学レベルでの 3つのポリシーの策

定が要請されていた。 

大学評価後の改善状況 教学マネジメント体制に責任を有する大学質保証

会議が中心となり、新たに「中央学院大学の 3つのポ

リシー」（資料 2-(2)-2-1）を策定し、学部長会および

教授会での協議を経て 2023 年 3 月に制定された（資

料 2-(2)-2-2～2-(2)-2-6）。大学質保証会議の下に設

置されたワーキンググループ（副学長および各学部長
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補佐から構成）が、各学部の内部質保証組織と密接な

連携を取り合いながら新しく策定した全学 3ポリシー

と既存の学部 3 ポリシーの整合性を図る作業を行っ

た。 

全学の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポ

リシー）は、「1．幅広い知識と教養、2．専門的学識、

3．問題発見力・解決力、4．多様性の理解とコミュニ

ケーション能力、5．汎用的な能力、6．地域連携・社

会貢献」の 6つから構成され、これに対応する形で各

学部の教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）を作成し、提言で指摘を受けた法学部およ

び現代教養学部に関しても、学習方法や学修成果の多

面的評価を含む体系的な教育課程の編成・実施の方針

の明文化を行った（資料 2-(2)-2-7、2-(2)-2-8）。こ

れにより、全学および各学部の 3つのポリシーが一貫

性・整合性を有することになり、教育の質保証に係る

検証基準が確立された（資料 2-(2)-2-9～2-(2)-2-

11）。 

また、2024年度より各学部の「学生要覧」（資料 2-

(2)-2-12）にカリキュラムマップが掲載され、これに

基づき学生に対する体系的な履修指導が可能になっ

た（資料 2-(2)-2-13～2-(2)-2-15）。2024 年 1月に学

長・副学長連名の「初年次教育におけるカリキュラム

マップの取り扱い」と題した文書により、各学部教授

会において履修指導などを通じたカリキュラムマッ

プの積極的な活用を指示した（資料 2-(2)-2-16）。大

学院商学研究科修士課程においては、研究科内自己点

検・評価実施委員会委員を中心に、策定された「中央

学院大学の 3つのポリシー」と大学院の 3つのポリシ

ーについて検討した結果、「中央学院大学の 3 つのポ

リシー」に符合する内容に改正した大学院ディプロ

マ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー（資料 2-(2)-

2-17）が 2023年 5月の研究科委員会で承認された（資

料 2-(2)-2-18）。これにより、商学研究科修士課程に

おいても学習方法や学修成果の多面的評価を含む体

系的な教育課程の編成・実施の方針の明文化が行わ

れ、教育の質保証に係る検証基準が確立された。カリ

キュラムマップも 2024 年 2 月の研究科委員会で承認

され（資料 2-(2)-2-19）、2024年度より大学院商学研
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究科「院生要覧」（資料 2-(2)-2-12）に掲載し、大学

院生に対して大学院教育上の履修指導を行うことが

できるようになった。 

「大学評価後の改善状況」

の根拠資料 

資料 2-(2)-2-1 三つの方針 

（ https://www.cgu.ac.jp/about/spirit/educationa

l_philos.html） 

資料 2-(2)-2-2 大学質保証会議議事録抜粋（2022 年

12月 13日開催） 

資料 2-(2)-2-3 学部長会議事録抜粋（2023年 2月 21

日開催） 

資料 2-(2)-2-4 商学部教授会議事録抜粋（2023 年 3

月 6日開催） 

資料 2-(2)-2-5 法学部教授会議事録抜粋（2023 年 3

月 6日開催） 

資料 2-(2)-2-6 現代教養学部教授会議事録抜粋（2023

年 3月 6日開催） 

資料 2-(2)-2-7 法学部 POLICY 

（https://www.cgu.ac.jp/faculty/law/#policy） 

資料 2-(2)-2-8 現代教養学部 POLICY 

（ https://www.cgu.ac.jp/faculty/liberal_arts/#p

olicy） 

資料 2-(2)-2-9 商学部教授会議事録抜粋（2023 年 7

月 19日開催） 

資料 2-(2)-2-10 法学部教授会議事録抜粋（2023年 7

月 5日開催） 

資料 2-(2)-2-11 現代教養学部教授会議事録抜粋

（2023年 7月 19日開催） 

資料 2-(2)-2-12 シラバス・学生要覧 

（ https://www.cgu.ac.jp/campuslife/course/sylla

bus.html） 

資料 2-(2)-2-13 商学部教授会議事録抜粋（2023年 12

月 6日開催） 

資料 2-(2)-2-14 法学部教授会議事録抜粋（2024年 1

月 17日開催） 

資料 2-(2)-2-15 現代教養学部教授会抜粋（2023年 12

月 6日開催） 

資料 2-(2)-2-16 初年次教育におけるカリキュラムマ

ップの取り扱いについてのお願い 
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資料 2-(2)-2-17 教育理念と３つのポリシー（大学院

商学研究科） 

（ https://www.cgu.ac.jp/faculty/graduate/commer

ce.html#policy） 

資料 2-(2)-2-18 大学院商学研究科委員会議事録抜粋

（2023年 5月 31日開催） 

資料 2-(2)-2-19 大学院商学研究科委員会議事録抜粋

（2024年 2月 9日開催） 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 

№ 種  別 内  容 

３ 基準 

 

基準１０ 大学運営・財務 

（２）財務 

提言（全文） 「要積立額に対する金融資産の充足率」は低い水準

を推移しており、教育研究活動の安定的な遂行と必要

な財政基盤の両立が十分に確立されているとはいえ

ない。事業活動収支差額比率は改善傾向にあるが、教

育研究経費比率の減少が要因となっていることから、

教育研究環境の維持・向上の観点に留意しつつ、財政

基盤の確立に向けた取り組みの具体化、実行が求めら

れる。 

大学評価時の状況 提言を受けた 2021 年度は「要積立額に対する金融

資産の充足率(積立率)」が 40.9％と低く、医歯系法人

を除いた全国平均 78.4%の約 2分の 1の割合で、学校

運営を教育面と財政面とで両立させるには改善を要

す状況であった。 

背景は在学生が 3,376名と多く、事業活動収支差額

比率は 8.9％と全国平均よりも高い比率であった(医

歯系法人を除く全国平均 6.4%)。教育機関として必要

となる教育研究経費比率は 34.0％で全国平均(34.3%)

とほぼ同率の支出をもって教育活動を行った。 

大学評価後の改善状況  2023年度における「要積立額に対する金融資産の充

足率(積立率)」は 39.6％と大学評価時より 1.3ポイン

ト下回った。理由は法人事業の学校創立 125周年記念

におけるキャンパスリメイクや入学者数の変動(143

名減)等による。 
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積立率の著しい改善はなされていないが、本学は老朽

化した教育施設の改善に巨額の資金支出をしており、

学校創立 125周年記念事業が一段落した時点で本格的

な財務改善に取り組む予定である。 

なお、事業活動収支差額比率は 8.5％と全国平均よ

りも依然として高い(医歯系法人を除く全国平均 

4.2%)。教育研究経費比率は 33.8％で医歯系法人を除

いた全国平均 36.6％より下回っているが大学評価時

の率と変わらず、教育活動の充実は継続している。 

<<改善に向けた今後の取組>> 

積立率の改善については、2024年度より退職給与引当

特定資産１千万円、減価償却引当特定資産 1千万円、

計 2千万円の積立を始めた。2026年度予算では退職給

与引当特定資産 1,100 万円、減価償却引当特定資産

1,500万円の増額を予定している。また、2026年度か

ら始まる第 3期中期計画に向けては、財務構造の再構

築を計るべく従来にない予算編成方針を打ち出し、事

業活動収支差額の本格的改善に着手することになっ

ている(資料 2-(2)-3-1)。 

「大学評価後の改善状況」

の根拠資料 

資料 2-(2)-3-1 令和 8 年度予算編成基本方針の策定

にあたり 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 
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自己点検・評価報告書第９巻　資料一覧

資料番号 資料の名称

資料1-1 中央学院大学ウェブサイト（建学の精神・教育の理念）

資料1-2 中央学院大学ウェブサイト（商学部 教育理念と3つのポリシー）

資料1-3 中央学院大学ウェブサイト（法学部 教育理念と3つのポリシー）

資料1-4 中央学院大学ウェブサイト（現代教養学部 教育理念と3つのポリシー）

資料1-5 中央学院大学ウェブサイト（大学院商学研究科 教育理念と3つのポリシー）

資料1-6 大学院等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類

資料1-7 中央学院大学学則

資料1-8 中央学院大学大学院学則

資料1-9 中央学院大学ウェブサイト（大学案内）

資料1-10 中央学院大学ウェブサイト（入試ガイド）

資料1-11
中央学院大学ウェブサイト（シラバス・学生要覧（商学部・法学部・現代教養学部・商学研究
科））

資料1-12 本学の目指すべき「理想像」について（最終答申）

資料1-13 学校法人中央学院 中・長期計画　第２期中期計画

資料1-14 中央学院大学ウェブサイト（「第1回大学生による我孫子の施策提案発表会」開催報告）

資料1-15 障害学生支援に関する研修会の開催について

資料1-16 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学バリアフリーマップ（車いす用））

資料1-17 2025年度第1回全学入試委員会資料

資料1-18 2024年度第3回全学入試委員会資料

資料1-19 中央学院大学ウェブサイト（資金収支計算書）

資料1-20 中央学院大学副学長規程

資料1-21 自己点検・評価に基づく報告・改善要望書

資料1-22 平成27年度第4回自己点検・評価実施委員会議事録　2016年2月10日開催

資料1-23 中央学院大学ウェブサイト（平成30～令和2年度実施自己点検・評価報告書＜第八巻＞）

資料1-24 商学部内部質保証会議規程

資料1-25 「商学部内部質保証会議規程」改正の提言

資料1-26 商学部長年次報告書

資料1-27 中央学院大学法学部内部質保証推進委員会規程

資料1-28 現代教養学部のあり方検討委員会議事録（第1～10回）

資料1-29 大学院商学研究科内部質保証に関する規程

資料2-1 内部質保証のためのPDCAサイクル

資料2-2 「自己点検・評価に基づく報告・改善要望書」に対する回答書

資料2-3 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学　ガバナンス・コード）

資料2-4 中央学院大学における内部質保証の推進に関する規程

資料2-5 中央学院大学ウェブサイト（三つの方針）

資料2-6 中央学院大学ウェブサイト（学報）

資料2-7 中央学院大学ウェブサイト（学術リポジトリ）

資料2-8 中央学院大学ウェブサイト（教員一覧）

資料2-9 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学に対する大学評価（認証評価）結果）

資料2-10 中央学院大学ウェブサイト（情報公開　法人関連）

資料3-1 中央学院大学学生サポートセンター規程

資料3-2 国際交流センター規程

資料3-3 中央学院大学学生相談室規程

資料3-4 中央学院大学組織規程

資料3-5 中央学院大学管理運営組織図

資料3-6 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学における教育研究等環境の整備に関する基本方針）

資料3-7 商学部コース編成に関する検討結果報告

資料3-8 中央学院大学ウェブサイト（図書館利用案内）

資料3-9 第2回図書館利用アンケート回答

資料3-10 短期・中長期目標の進捗状況表

１　理念・目
的

２　内部質保
証

３　教育研究
組織
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資料番号 資料の名称

資料3-11 中央学院大学ウェブサイト（保健管理室）

資料3-12 中央学院大学ウェブサイト（学生相談室）

資料3-13 教職員のための学生対応ハンドブック

資料3-14 商学部コース編成に関する答申

資料3-15 2019～2024年度における受講生総数の推移表

資料3-16 中央学院大学ウェブサイト（学生ライブラリースタッフ「ファーストミーティング」実施報告）

資料3-17 中央学院大学ウェブサイト（「第2回中央学院大学ビブリオバトル」開催報告）

資料3-18 中央学院大学ウェブサイト（「レポート・小論文の書き方講座および卒論セミナー」開催報告）

資料3-19 自己点検・評価（2023年度）に基づく報告・改善要望書

資料4-1 カリキュラム改編の基本方針

資料4-2 中央学院大学における多様なメディアを高度に利用して行う授業に関する規程

資料4-3 追・再試験の実施方法について

資料4-4 商学部臨時教授会議事2024年11月、成績評価基準検討依頼

資料4-5 中央学院大学アセスメント・ポリシー

資料4-6 在学生満足度調査2022・2023年調査結果報告書

資料4-7 中央学院大学現代教養学部内部質保証会議規程

資料4-8 2024年度商学部重点課題の自己点検案と商学部長アクションプラン

資料5-1 中央学院大学ウェブサイト（商学部 学力の3要素と入学試験形態との関係）

資料5-2 中央学院大学ウェブサイト（法学部 学力の3要素と入学試験形態との関係）

資料5-3 中央学院大学ウェブサイト（現代教養学部 学力の3要素と入学試験形態との関係）

資料5-4 中央学院大学委員会設置規程

資料5-5 中央学院大学ウェブサイト（入学者選抜試験要項）

資料5-6 中央学院大学ウェブサイト（大学院入試情報）

資料5-7 中央学院大学ウェブサイト（入学者数推移）

資料5-8 中央学院大学ウェブサイト（入学定員・収容定員・在籍学生数・収容定員充足率）

資料5-9 中央学院大学入試広報業務内部質保証推進委員会規程

資料5-10 入試区分別進学後の学習状況に関するデータ・フォーマット

資料5-11 中央学院大学2024年度第1回FD・SDの開催について

資料6-1 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学が求める教員像および教員組織の編制方針）

資料6-2 中央学院大学専任教員の資格に関する規程

資料6-3 中央学院大学人事規程

資料6-4 中央学院大学専任教員の採用及び昇任に関する手続規程

資料6-5 中央学院大学商学部が求める教員像および教育組織の編制方針（案）

資料6-6 教員数

資料6-7 中央学院大学ティーチング・アシスタントに関する規程

資料6-8 中央学院大学商学部専任教員の採用及び昇任に関する規程

資料6-9 中央学院大学商学部専任教員の採用及び昇任に関する実施要領

資料6-10 中央学院大学法学部専任教員の採用及び昇任に関する規程

資料6-11 中央学院大学法学部専任教員の採用及び昇任の手続きに関する運営要領

資料6-12 中央学院大学現代教養学部専任教員の採用及び昇任に関する規程

資料6-13 中央学院大学現代教養学部専任教員の採用及び昇任に関する実施要領

資料6-14 昇任選考審査基準点数表

資料6-15 法学部昇任審査基準点

資料6-16 中央学院大学大学院商学研究科教員資格審査規程

資料6-17 2024年度　第2回FD開催について

資料7-1 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学の学生支援に関する基本方針）

資料7-2 中央学院大学ウェブサイト（障害のある学生への修学支援に関する中央学院大学の基本方針）

資料7-3 障害学生支援ネットワークに関する規程

４　教育・学
習

５　学生の受
け入れ

６　教員・教
員組織

７　学生支援

３　教育研究
組織
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資料7-4 中央学院大学特待生・奨学生選考規程

資料7-5 中央学院大学特待生・奨学生の奨学金支給に関する細則

資料7-6 私費外国人留学生特待生・奨学生に関する規程

資料7-7 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学大規模災害罹災学生に対する学生納付金減免規程）

資料7-8 急病人・けが人発生時の対応マニュアル

資料7-9 中央学院大学ウェブサイト（キャリア支援）

資料7-10 中央学院大学ウェブサイト（サポートプログラムBJP/BLP）

資料7-11 学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程

資料7-12 中央学院大学ウェブサイト（ハラスメント防止ガイドライン）

資料7-13 中央学院大学学生サポートセンター内部質保証推進に関する規程

資料7-14 中央学院大学国際交流センター内部質保証推進に関する規程

資料8-1 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学における教育研究等環境の整備に関する基本方針）

資料8-2 中央学院大学大規模地震対応消防計画

資料8-3 中央学院大学危機管理規程

資料8-4 学校法人中央学院衛生管理規則

資料8-5 中央学院大学ウェブサイト（生理用品無料提供ディスペンサー「OiTr（オイテル）」設置）

資料8-6 2025年度PC台数一覧表

資料8-7 中央学院大学情報システム運用基本方針

資料8-8 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学における研究に関する基本方針）

資料8-9 中央学院大学教員個人研究費に関する規程

資料8-10 中央学院大学在外研究員規程

資料8-11 中央学院大学国内研究員規程

資料8-12 中央学院大学サバティカル制度規程

資料8-13
中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学における研究活動上の不正行為防止及び対応等に関する
規程）

資料8-14 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学研究倫理規程）

資料8-15 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学研究倫理委員会規程）

資料8-16 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学の研究活動における管理責任体制）

資料8-17 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学研究活動行動規範）

資料8-18 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学公的研究費不正防止計画）

資料8-19 中央学院大学ウェブサイト（公的研究費を使用した役務の検収区分表）

資料8-20 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学科学研究費管理運用規程）

資料8-21 中央学院大学ウェブサイト（研究活動における管理・運営体制）

資料8-22 入替修繕計画

資料8-23 学生会館Viaリニューアルに関するアンケート

資料9-1 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学の社会連携・社会貢献に関する基本方針）

資料9-2 我孫子市と中央学院大学は住みよいまちづくりの発展とすぐれた人材の育成を目指す（協定書）

資料9-3 我孫子市教育委員会と中央学院大学との協定に係る覚書

資料9-4
中央学院大学ウェブサイト（小林敬和 ゼミによる墨田区立外手小学校での「キッズアスレティック
ス体験プログラム」実施報告）

資料9-5 中央学院大学と大塚製薬株式会社との連携と協力に関する包括協定

資料9-6 我孫子市審議会等委員

資料9-7 外部関係委員（我孫子市以外）

資料9-8 「地域連携カイギ」プロジェクト実績一覧

資料9-9 2024年度七ヶ年一貫教育（高大連携）実施状況

資料9-10 2024年度香取市市民カレッジ講師派遣実績

資料9-11 2025年秋期Active!たまご

資料9-12 中央学院大学ウェブサイト（国際交流・留学）

資料9-13 中央学院大学生涯学習センター規程

８　教育研究
等環境

９　社会連
携・社会貢献
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資料9-14 中央学院大学　国際交流中期ビジョン（2024）とPDCA評価表

資料9-15 中央学院大学ウェブサイト（我孫子市情報発信コーナー）

資料10-1 中央学院大学ウェブサイト（中央学院大学大学運営に関する基本方針）

資料10-2 学校法人中央学院寄附行為

資料10-3 中央学院大学学長選任に関する規程

資料10-4 中央学院大学学長候補者選出に関する規程

資料10-5 中央学院大学商学部長の任期及び選任に関する規程

資料10-6 中央学院大学法学部長の任期に関する規程

資料10-7 中央学院大学法学部長選挙規程

資料10-8 中央学院大学現代教養学部長の任期および選任に関する規程

資料10-9 中央学院大学大学院研究科長選任規程

資料10-10 中央学院大学学部長会議規程

資料10-11 中央学院大学商学部教授会規程

資料10-12 中央学院大学商学部教授会運営要項

資料10-13 中央学院大学法学部教授会規程

資料10-14 法学部教授会運営要領

資料10-15 中央学院大学現代教養学部教授会規程

資料10-16 中央学院大学現代教養学部教授会運営要項

資料10-17 中央学院大学合同教授会規程

資料10-18 中央学院大学合同教授会運営要領

資料10-19 中央学院大学大学院研究科委員会規程

資料10-20 学校法人中央学院法人本部規程

資料10-21 学校法人中央学院経営会議規程

資料10-22 学校法人中央学院監事監査規程

資料10-23 学校法人中央学院起案規程

資料10-24 学校法人中央学院事務組織規程

資料10-25 中央学院大学事務局事務分掌規程

資料10-26 事務職員級別標準職務基準

資料10-27 学校法人中央学院職員人事委員会規程

資料10-28 長期ビジョン及び中・長期計画－第１期－

資料10-29 資金収支予算決算総括表

９　社会連
携・社会貢献

10　大学運
営・財務
（１）大学運
営

10　大学運
営・財務
（２）財務
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